
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
村
落
建
設

一
主
と
し
て
フ
ー
フ
ェ
賃
租
村
落
に
つ
い
て
f

山

田

作

男

プPtイセソにおける村落建設（山田）

【
要
約
】
　
騎
士
団
領
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
は
一
四
〇
〇
年
ま
で
に
約
一
四
〇
〇
の
フ
ー
フ
ェ
賃
租
村
落
と
九
三
の
都
帯
が
建
設
さ
れ
た
。
村
落
建
設
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ム
ト
ウ
ラ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
ム
ト
ウ
ル

最
古
の
ハ
ソ
蚤
フ
ェ
ス
テ
は
＝
一
八
二
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
農
民
の
移
植
は
個
々
の
地
区
の
課
題
で
あ
っ
た
。
地
区
監
督
は
こ
れ
を
請
負
人
1
ー
ロ
カ

ト
ー
ル
に
委
託
し
た
。
ロ
カ
ト
ー
ル
は
必
要
な
数
の
農
民
を
誘
致
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
に
一
定
数
の
フ
ー
フ
ェ
を
確
保
し
た
。
史
料
と
な
る
ハ
ン
ト
フ
ェ

ス
テ
は
し
か
し
具
体
的
な
農
民
の
数
を
示
し
て
は
い
な
い
。
村
長
お
よ
び
農
民
に
対
す
る
諸
々
の
規
定
は
一
般
に
ど
こ
で
も
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
が
、

詳
細
に
み
れ
ば
あ
る
種
の
相
違
を
示
し
て
い
る
。
多
く
の
地
区
に
分
割
さ
れ
て
い
た
ク
ル
マ
ー
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
は
正
確
に
考
察
す
る
の
は
困
難
で
あ
る

が
、
他
の
地
区
ー
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
、
エ
ル
ビ
ソ
ク
、
パ
ル
ガ
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
お
よ
び
ケ
…
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
に
つ
い
て
は
か
な
り
具
体
的
な
映
像

を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
．
一
般
に
ド
イ
ツ
農
民
絃
恵
ま
れ
た
条
件
を
享
受
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
か
、
吟
味
し
て
み
た

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
一
巻
五
号
　
一
九
七
八
年
九
月

序

　
ド
イ
ツ
騎
劇
団
統
治
下
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
は
一
四
〇
〇
年
ご
ろ
ま
で
に
九
〇
余
の
都
市
、
三
五
〇
〇
の
騎
士
領
と
約
一
四
〇
〇
の
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

租
村
落
が
新
し
く
誕
生
し
た
が
、
本
稿
の
対
象
と
な
る
フ
ー
フ
ェ
賃
租
村
落
は
ワ
イ
ク
ゼ
ル
以
東
に
お
い
て
約
一
〇
〇
〇
を
数
え
る
。
村
落
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

設
の
主
導
権
を
と
っ
た
の
は
う
ソ
デ
ス
ヘ
ル
た
る
騎
士
団
、
司
教
と
そ
の
聖
堂
参
事
会
で
あ
り
、
私
領
主
に
よ
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
。

こ
の
主
題
に
関
す
る
従
来
の
取
扱
い
で
は
、
　
「
二
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
を
手
掛
り
に
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
の
村
落
構
造
の
魚
体
像
を
推
測
す

（645）1



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
き
て
い
る
。
本
稿
は
プ
ロ
イ
セ
ン
史
料
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
多
数
の
村
落
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
を
地
区
（
国
○
箏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

け
霞
8
別
に
分
け
て
考
察
し
、
各
地
区
に
お
け
る
特
色
の
有
無
を
探
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
。

　
ま
ず
植
民
の
年
代
と
地
域
と
を
考
慮
し
て
概
観
す
る
と
、
＝
天
○
年
ご
ろ
軍
事
的
糊
圧
が
終
っ
た
の
ち
に
ク
ル
マ
ー
ラ
ン
ト
か
ら
古
い
呼

名
を
も
つ
勺
。
ヨ
①
舞
巳
Φ
P
℃
○
α
q
Φ
舞
艮
Φ
遊
毛
磐
圏
巳
。
鋒
瓢
暮
露
α
q
①
P
Q
Q
ρ
鋤
簾
α
の
諸
地
域
に
お
い
て
活
発
に
村
落
建
設
が
展
開
さ
れ
て
い
っ

た
。
即
ち
ワ
イ
ク
ゼ
ル
以
東
、
東
プ
ロ
イ
セ
ン
の
西
南
部
、
西
部
、
西
北
部
へ
と
進
ん
だ
が
、
誌
四
世
紀
中
頃
に
は
ド
イ
ツ
か
ら
の
農
民
移
住

は
減
少
し
、
そ
の
の
ち
は
主
と
し
て
内
陸
植
民
の
形
を
と
っ
て
東
プ
ロ
イ
セ
ン
の
南
部
、
東
南
部
お
よ
び
東
部
、
即
ち
古
い
呼
名
の
Q
Q
蕊
・
・
①
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

じご

烽
W
P
O
孚
｝
ぎ
α
δ
P
翼
巴
同
窪
①
P
O
Q
o
げ
巴
雲
。
昌
へ
と
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
以
下
に
お
い
て
は
地
区
ご
と
に
叙
述
を
す
す
め
て
い
く
。
そ
の

理
由
は
、
上
述
の
よ
う
に
同
一
地
区
に
お
い
て
も
西
北
部
か
ら
東
南
部
へ
と
向
う
開
発
過
程
を
示
し
て
は
い
る
が
、
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
の
発
布

者
は
原
則
と
し
て
地
区
監
督
（
民
。
讐
け
餌
吋
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
》
・
諮
■
口
巳
膨
O
乙
讐
U
一
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α
O
ω
U
O
監
房
O
プ
O
昌
O
H
α
O
詳
ω
　
　
　
　
　
　
切
α
．
G
o
　
　
　
　
　
o
Q
陶
　
亭
ρ
O
一
I
b
∂
㎝
臼
　
　
　
　
　
¢
σ
O
目
　
．
，
　
　
娼
δ
σ
一
〇
ヨ
O
　
島
O
鴛

①
ω
真
日
§
σ
q
。
・
仲
鋒
姐
お
謬

　
一
霞
勺
お
ロ
ゆ
①
p
乏
ロ
養
σ
信
茜
。
．
匂
‘
Q
α
．
㎝
跨

②
　
一
般
に
私
領
主
・
騎
士
領
で
は
村
落
が
建
設
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

　
私
見
に
よ
れ
ば
史
料
集
か
ら
三
〇
の
村
落
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
を
拾
う
こ
と
が
で
き

　
る
。
た
だ
し
本
稿
で
は
司
教
領
、
騎
士
領
に
お
け
る
村
落
建
設
に
つ
い
て
は
ふ
れ

　
な
い
で
お
く
。
ま
た
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
を
も
た
な
か
っ
た
原
住
プ
ロ
イ
セ
ン
人
の

　
ハ
ー
ケ
ン
村
落
に
つ
い
て
も
釈
し
く
は
言
及
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
原
住
プ
ロ
イ

　
セ
ン
人
に
つ
い
て
は
ヴ
ェ
ン
ス
ク
ス
の
一
連
の
近
業
が
有
益
で
あ
る
。
卑
ノ
＜
o
早

　
ω
犀
煽
ρ
σ
σ
①
目
α
一
①
切
①
山
①
ロ
9
出
σ
q
畠
8
0
7
誌
ω
3
0
薦
広
く
。
答
崖
α
q
Φ
。
。
漆
円
蝕
。

　
切
8
ゴ
叶
甲
ロ
コ
匙
く
。
「
塗
筆
ロ
旨
α
q
り
。
σ
q
8
0
三
〇
葺
¢
瓢
①
い
勺
お
崖
ゆ
。
旨
一
節
隅
一
㊦
鉾
冒
鴨
伜
㌣

　
巳
。
鵠
N
⊆
円
Ω
o
切
〇
三
〇
げ
3
畠
⑦
の
勺
話
口
ゆ
。
巳
騨
鵠
山
Φ
ω
魑
げ
富
鯨
閤
．
ゆ
p
げ
吋
（
閃
ω
¶
国
■

　
民
醒
。
。
震
「
δ
①
ω
）
ω
．
Φ
刈
1
一
一
Q
。
．
∪
霞
ω
‘
民
τ
ヨ
〈
白
び
似
団
α
o
ロ
昌
α
図
一
〇
囲
霞
警
導
Φ

　
ぴ
㊦
一
掃
。
昌
℃
葺
ゆ
Φ
昌
α
＄
ω
㊤
ヨ
旨
旨
山
④
ρ
圃
昌
“
＜
o
詳
垂
σ
Q
o
鐸
コ
α
凋
。
屋
。
げ
儲
昌
σ
q
Φ
昌
層

　
　
　
　
（
一
㊤
①
戯
）
　
　
　
　
　
　
　
U
o
携
こ
　
　
　
　
o
≡
お
。

　
Q
Q
o
讐
巴
。
乙
謬
葺
磯
傷
曾
男
噌
ロ
ω
ω
o
戸
　
H
口
”
＞
o
富
℃
毎
ω
恩
。
餌
”
切
㊦
墜
。
跨
㊦
N
ロ
日

　
智
貯
げ
琴
7
留
円
≧
9
婦
2
ω
－
d
三
く
曾
匹
鋏
伸
開
9
お
ω
げ
鶏
σ
q
冒
×
×
H
×
（
お
Φ
Q
。
）
ω
．

　
刈
－
塾
δ
Q
Q
■
U
o
貫
目
U
o
H
ユ
㊦
百
仲
。
。
o
げ
①
○
円
盛
①
轟
昌
噂
仙
費
①
艮
。
げ
伴
α
o
償
跡
。
プ
Φ
切
。
＜
0
7

　
詳
。
把
ロ
σ
q
傷
Φ
ω
勺
「
窪
ゆ
①
三
四
鵠
山
。
ω
ヨ
諜
σ
①
ω
o
瓢
ユ
霞
霞
切
。
急
⊆
（
ω
圃
0
7
言
鵠
α
Q
畠
雲

　
Q
Q
一
9
ξ
⇒
σ
q
．
H
『
＜
o
冨
贔
α
q
①
戸
戸
O
男
。
話
。
げ
ロ
轟
σ
q
⑦
詳
切
P
H
Q
Q
（
一
Φ
δ
）
Q
Q
．
邑
刈

　
1
お
G
Q
．

③
　
高
村
象
平
「
中
世
プ
ロ
イ
セ
ン
の
独
逸
植
民
村
落
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
、

　
小
野
武
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
『
西
洋
経
済
史
研
究
』
　
（
昭
二
二
）
所
収
。
柴

　
田
三
千
雄
「
グ
ー
ッ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
成
立
」
、
『
歴
史
学
研
究
』
｝
三
七
号
（
｝

　
九
四
九
年
）
。
森
本
直
樹
「
東
ド
イ
ツ
植
民
期
に
お
け
る
領
主
制
の
構
造
」
、
『
社

　
会
経
済
史
学
』
三
〇
巻
五
号
（
一
九
六
五
年
目
。

④
史
料
は
も
っ
ぱ
ら
男
器
島
冨
。
げ
①
ω
d
築
ロ
＆
。
コ
σ
目
。
財
H
～
く
＼
ω
（
δ
。
。
b
。
占
㊤
誤
）

2　（646）



に
拠
っ
た
（
以
下
℃
d
b
ご
と
略
記
）
。
ま
た
一
五
世
紀
前
半
に
関
し
て
は
℃
。
0

6
三
¢
一
①
嵩
　
（
げ
誘
σ
q
）
噛
U
霧
○
δ
ω
ω
o
　
N
ぎ
。
。
げ
鐸
0
7
山
。
ω
　
U
㊦
暮
。
。
o
げ
Φ
雛
　
男
一
洋
。
学

。
＆
曾
ω
．
同
母
σ
霞
α
Q
お
窃
。
。
．
（
以
下
O
N
じ
ご
と
略
記
）
。
そ
の
他
の
文
献
を
利
用

し
た
。
な
お
ド
イ
ツ
東
方
植
民
運
動
に
関
し
て
最
近
の
注
目
す
べ
き
成
果
は
、

詞
く
．
ω
〇
三
〇
ω
ヨ
α
q
零
（
ξ
。
・
σ
q
）
噛
O
一
Φ
α
9
拝
。
・
o
｝
6
0
舞
。
。
μ
㊦
巳
駕
コ
σ
q
鳥
。
ω
鑑
謬
富
一
－

巴
8
誘
巴
。
・
勺
δ
ぴ
δ
き
畠
霞
。
郎
δ
も
9
3
冨
。
げ
。
瓢
O
o
。
・
〇
三
〇
暮
。
」
口
”
＜
o
溶
蝕
σ
q
⑦
毎
こ

男
。
話
。
げ
儲
ロ
σ
q
o
戸
じ
d
O
■
一
◎
。
　
（
一
ゆ
誤
）
特
に
研
究
史
の
展
望
と
こ
の
運
動
の
取
扱

い
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
て
い
る
の
は
≦
．
ω
o
置
＄
言
α
q
㊦
δ
N
霞
勺
脱
〇
三
㊦
ヨ
鋒
鐸

　
α
曾
国
論
。
話
。
げ
賀
寿
α
q
価
①
触
伍
④
醒
伴
ω
0
7
⑦
昌
○
ω
富
凶
①
巳
蛋
影
斡
囲
p
u
く
。
詳
融
σ
q
ρ
騨
p

　
O
‘
ψ
に
あ
O
■
な
お
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
鵠
■
溶
Q
Q
o
ぎ
訂
ρ
U
δ
留
葺
ω
o
ぎ

　
O
o
ゆ
窪
δ
α
冒
路
σ
q
α
o
ω
竃
詳
8
同
孚
冨
①
話
■
H
嵩
”
N
o
津
ω
o
ず
ユ
津
｛
口
唇
○
㎝
窪
。
屋
9
崔
昌
σ
q
層

　
鱒
①
痢
σ
q
（
お
謡
）
ω
・
ま
G
。
簿
な
お
阿
部
謹
也
「
ド
イ
ツ
中
世
後
期
の
世
界
」
（
未

　
来
社
、
一
九
七
四
）
特
に
第
四
章
参
照
。

⑤
　
植
民
史
上
の
一
ぢ
の
磯
期
と
そ
の
間
に
お
け
る
内
外
の
政
治
情
勢
に
つ
い
て
は

　
阿
部
前
掲
書
、
二
五
八
頁
以
下
に
詳
し
い
。

プロイセンにおける村落建設（山田）

　
ク
ル
マ
ー
ラ
ン
ト
　
　
ク
ル
マ
ー
ラ
ン
ト
は
多
少
の
変
遷
は
あ
る
が
区
。
導
窪
お
一
一
円
げ
○
露
”
O
巳
学
≧
げ
冨
質
ρ
℃
竜
9
タ
切
冒
σ
q
o
昼
膝
直
Φ
げ
－

鳥
①
員
○
饗
巳
。
旨
り
図
嵩
σ
q
露
。
・
ぴ
窺
σ
q
鴇
ω
。
プ
α
蕊
Φ
ρ
G
Q
窪
霧
σ
短
甲
σ
q
’
0
9
言
豆
く
○
σ
Q
け
9
一
図
。
σ
q
σ
q
o
嘗
窪
器
調
ビ
①
首
ρ
切
嶺
紳
臨
露
と
細
分
さ
れ
て
い

た
。
騎
士
団
に
よ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
征
服
事
業
は
こ
の
地
方
か
ら
は
じ
め
ら
れ
、
地
理
的
に
も
ワ
イ
ク
ゼ
ル
を
境
界
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ク
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ヴ
ィ
ー
ン
、
マ
ゾ
ヴ
ィ
ー
ン
地
方
に
接
す
る
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
ク
ル
マ
ー
ラ
ン
ト
を
一
括
し
て
述
べ
る
こ
と
は
や
や
粗
雑
の
感

は
あ
る
が
、
実
は
我
々
の
史
料
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
の
地
方
の
村
落
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
の
数
は
そ
う
多
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
最
初
に
ク
ル
マ
二
一
ソ
ト
フ
ェ
ス
テ
を
取
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
元
来
ク
ル
ム
、
ト
ル
ソ
両
市
に
与
え
ら
れ
た
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス

テ
で
あ
る
が
、
他
の
都
市
に
も
ま
た
騎
士
領
に
も
村
落
に
も
広
く
適
用
さ
れ
た
基
本
法
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ク
ル
ム
法
の
原
典
を
な
す
も
の
で

あ
る
。
通
常
二
四
か
条
に
分
け
ら
れ
る
条
項
の
う
ち
、
次
の
も
の
が
ク
ル
ム
法
の
名
の
下
に
村
落
に
適
言
さ
れ
た
。
ω
裁
判
権
に
つ
い
て
、
大

裁
判
収
入
の
三
分
の
一
と
四
シ
リ
ン
グ
以
下
の
小
裁
判
権
の
授
与
、
ω
司
祭
教
会
へ
の
土
地
譲
渡
、
⑩
フ
ラ
ン
ド
ル
的
世
襲
権
一
男
女
両
性

の
世
襲
権
、
⑪
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
の
留
保
す
る
レ
ガ
ー
リ
エ
ン
　
　
す
べ
て
の
湖
沼
、
海
狸
、
塩
坑
、
金
銀
、
鉄
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
金
属
の
鉱
山

権
、
⑫
漁
獲
権
－
昌
㊦
名
ρ
α
と
呼
ぶ
網
を
除
い
て
、
自
己
の
食
卓
の
た
め
に
の
み
限
定
、
⑱
粉
畷
場
の
建
設
、
⑯
野
猪
、
熊
及
び
野
呂
鹿
を
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除
く
す
べ
て
の
野
獣
の
狩
．
猟
権
、
㈲
土
地
譲
渡
権
、
．
但
し
買
手
は
売
手
と
同
じ
義
務
を
負
担
す
る
、
⑰
軍
役
に
つ
い
て
、
四
〇
ブ
ー
フ
ェ
以
上

の
占
有
者
は
重
騎
兵
勤
務
、
そ
れ
以
下
の
も
の
は
軽
騎
兵
勤
務
を
負
担
す
る
、
⑯
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
の
支
配
の
確
認
料
、
⑳
司
教
十
分
の
一
喫
と

し
て
ド
イ
ツ
の
プ
フ
ル
ク
に
つ
き
　
シ
ェ
ヅ
フ
ェ
ル
の
小
菱
と
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
菱
を
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ハ
ー
ヶ
ソ
に
つ
き
一
シ
ェ
ッ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

エ
ル
の
小
麦
を
支
払
う
、
㈲
フ
ー
フ
ェ
数
は
フ
ラ
ン
ド
ル
の
慣
例
に
倣
っ
て
適
用
す
る
。

　
プ
ロ
イ
セ
ン
史
料
集
に
は
ク
ル
マ
ー
ラ
ン
ト
の
村
落
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
四
二
を
見
出
す
。
ま
ず
ク
ル
マ
ー
ラ
ン
ト
に
お
け
る
最
初
の
、
そ
し

て
恐
ら
く
プ
ロ
イ
セ
ン
全
土
に
お
け
る
最
初
の
典
型
的
な
史
料
と
し
て
フ
ラ
ン
ケ
ン
ハ
イ
ソ
村
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
を
取
上
げ
る
（
以
下
ハ
ン
ト

フ
エ
ス
テ
の
引
用
に
際
し
て
は
全
訳
で
は
な
し
に
要
点
の
み
を
記
す
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
男
量
乱
お
β
7
ρ
）
、
峯
村
（
一
二
八
三
年
、
グ
ラ
ウ
デ
ン
ツ
地
区
）
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「
発
布
者
は
ラ
ソ
ト
マ
イ
ス
タ
ー
・
マ
ソ
ゴ
ル
ト
。
ロ
ー
メ
湖
畔
の
一
〇
八
フ
ー
フ
ェ
を
ロ
カ
ト
…
ル
た
る
コ
ソ
ラ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
ラ
イ
ヴ
ィ
ツ
に
委
譲
。

同
地
は
曾
て
前
任
の
ラ
ソ
ト
マ
イ
ス
タ
ー
か
ら
ヘ
ル
マ
ソ
な
る
も
の
に
委
譲
さ
れ
た
が
、
異
教
徒
の
侵
入
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
た
め
、
以
前
の
縦
揺
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

オ
ン
を
若
干
変
更
し
て
与
え
る
。
即
ち
、
　
コ
ソ
ラ
ー
ト
は
上
述
の
フ
ー
フ
ェ
の
六
分
の
一
を
量
9
9
δ
δ
＄
鼠
○
罎
即
賦
役
と
賃
租
と
を
免
除
さ
れ
て
占
有

す
る
。
し
か
し
ラ
ン
ト
民
と
共
に
一
般
の
国
土
防
衛
の
た
め
参
加
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
と
き
は
別
で
あ
る
。
コ
ソ
ラ
ー
ト
は
与
え
ら
れ
た
フ
ー
フ
ェ
を
三
つ

の
耕
区
か
ら
好
む
が
ま
ま
に
六
フ
ー
フ
ェ
ず
つ
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
に
帰
属
す
る
残
余
の
フ
…
フ
ェ
を
コ
ソ
ラ
ー
ト
は
ド
イ
ツ
法
に
よ
り

委
譲
さ
れ
、
濃
民
は
フ
ー
フ
ェ
毎
に
毎
年
賃
租
と
し
て
九
ス
コ
ッ
ト
銀
を
支
払
う
。
倶
し
一
一
年
闘
は
免
租
と
す
る
。
し
か
し
司
教
の
権
利
は
除
く
。
更
に

村
人
に
籍
の
二
子
フ
・
を
与
え
る
・
そ
こ
ト
糧
フ
ラ
ン
ケ
ソ
ハ
イ
ソ
禁
設
立
さ
れ
る
・
脳
露
の
た
め
の
土
地
構
五
ル
ー
テ
で
村
域
の
長
さ
と
論
・

村
の
教
会
に
八
フ
…
フ
ェ
を
与
え
る
。
そ
の
う
ち
四
フ
ー
フ
ェ
を
司
祭
は
葭
己
の
牽
畜
を
以
て
耕
作
し
、
他
の
四
フ
ー
フ
ェ
に
対
し
て
は
上
認
の
賃
租
を
受

取
る
も
の
と
す
る
。
免
租
期
間
中
に
戦
争
が
勃
発
し
て
耕
作
が
妨
害
さ
れ
た
と
き
は
そ
の
期
間
だ
け
免
穆
年
を
延
長
す
る
。
も
し
認
め
ら
れ
た
フ
ー
フ
ェ
を

超
え
て
耕
作
す
る
と
き
は
、
　
コ
ン
ラ
ー
ト
は
同
様
に
そ
の
穴
分
の
一
を
免
租
と
し
て
占
有
し
、
残
余
の
も
の
か
ら
は
賃
租
を
支
払
う
。
上
述
の
土
地
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
て
騎
士
団
は
ア
ロ
ッ
ト
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
ま
た
コ
ン
ラ
ー
ト
と
そ
の
相
続
人
以
外
に
い
か
な
る
封
臣
を
お
く
こ
と
も
な
い
。
農
民
は
湖
に
お
い
て
漁
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賛
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
量
づ
．
簿
と
呼
ぶ
網
を
除
き
、
ま
た
彼
ら
の
食
卓
の
た
め
と
訪
聞
客
へ
の
饗
応
の
た
め
一
時
的
に
必
要
と
す
る
だ
け
に
限
ら

れ
る
。
農
民
は
飲
食
の
た
め
売
買
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
一
つ
又
は
そ
れ
以
上
の
居
酒
屋
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
そ
こ
か
ら
は
免
積
年
の
過
ぎ

た
の
ち
に
毎
年
二
分
の
｝
マ
ル
ク
の
賃
租
を
支
払
う
。
農
民
は
パ
ソ
そ
の
他
の
食
物
お
よ
び
亜
麻
布
を
村
に
お
い
て
自
由
に
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
村
は
裁
判
の
判
決
に
お
い
て
ク
ル
ム
法
を
も
ち
、
コ
ン
ラ
ー
ト
は
村
長
職
を
世
襲
的
に
も
つ
。
裁
判
収
入
の
三
分
の
一
は
コ
ソ
ラ
ー
ト
に
与
え
ら
れ
、
そ

の
三
分
の
二
は
騎
士
圖
に
留
保
さ
れ
る
。
な
お
ニ
ソ
ラ
ー
ト
と
農
民
は
＝
一
年
目
か
ら
は
六
フ
ー
フ
ェ
毎
に
騎
士
団
に
支
払
い
、
　
一
九
年
臼
か
ら
一
フ
ー
フ

ェ
毎
に
支
払
う
。
」

　
こ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
は
内
容
が
ほ
ぼ
完
備
し
て
い
る
。
　
一
般
に
村
落
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
は
基
本
的
に
次
の
よ
う
な
項
目
を
含
ん
で
い
る
。

ω
発
布
者
、
②
村
域
、
面
積
と
そ
の
境
界
、
㈲
冒
カ
ト
ー
ル
ロ
村
長
と
適
用
さ
れ
る
法
、
村
長
の
免
程
フ
ー
フ
ェ
、
村
長
特
権
－
低
級
裁
覇

権
、
裁
鞠
収
入
の
配
分
、
更
に
村
長
の
義
務
、
通
常
軍
役
を
負
担
、
ω
司
祭
フ
…
フ
ェ
、
⑤
農
民
に
関
し
て
、
フ
ー
フ
ェ
賃
租
、
免
租
年
、
そ

の
他
の
貢
租
（
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ン
、
辺
境
守
備
税
な
ど
）
軍
役
、
賦
役
、
司
祭
へ
の
十
分
の
～
税
、
⑥
村
の
春
酒
屡
、
勘
合
場
、
漁
獲
権
、
そ

の
他
の
施
設
、
⑦
そ
の
他
、
共
有
地
、
過
剰
フ
ー
フ
ェ
、
市
場
権
な
ど
、
⑧
蚕
簿
、
発
布
揚
所
、
年
月
日
。

　
勿
論
す
べ
て
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
が
こ
れ
ら
の
項
目
を
十
分
に
具
備
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
上
述
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
ハ
イ
ソ
村
は
既
に
プ

ロ
イ
セ
ン
人
一
揆
以
前
に
建
設
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
更
新
文
書
に
お
い
て
村
長
も
農
民
も
他
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
有
利
な
条
件
の
下
に
お
か
れ

て
い
る
。
即
ち
免
租
の
村
長
領
は
村
域
の
六
分
の
一
（
逓
常
は
　
○
分
の
一
）
に
上
り
、
農
民
の
負
担
す
べ
き
フ
ー
フ
ェ
賃
租
は
九
ス
コ
ッ
ト

（
通
常
二
分
の
一
マ
ル
ク
、
即
ち
ご
一
ス
コ
ッ
ト
と
二
羽
の
鶏
）
で
あ
り
、
同
村
は
戦
乱
の
被
害
を
蒙
っ
た
た
め
一
一
年
間
の
免
租
を
認
め
ら

れ
、
更
に
一
二
年
目
か
ら
七
年
間
は
六
フ
ー
フ
ェ
毎
に
賃
租
を
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
長
い
免
租
年
と
そ
の
後
の
賃
租
の
割

引
き
は
他
に
も
例
が
み
ら
れ
る
が
、
村
落
建
設
の
た
め
ニ
フ
ー
フ
ェ
の
免
組
分
を
与
え
ら
れ
て
い
る
例
は
、
都
市
の
場
合
は
別
と
し
て
、
他
に

見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
村
内
に
騎
士
領
を
お
か
な
い
と
い
う
表
現
は
一
応
の
原
則
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
騎
士
領
の
介
在
し
て
い
る

場
合
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
農
民
は
パ
ン
、
食
溜
、
亜
麻
衛
の
販
売
の
自
由
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
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’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
上
掲
の
フ
ラ
ン
ヶ
ソ
ハ
イ
ン
村
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
規
定
が
他
の
村
落
の
も
の
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
ω
δ
α
q
津
冨
負

　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

臣
①
9
。
詳
≦
巴
α
Φ
お
よ
び
ぞ
巨
巴
。
ほ
で
は
村
長
は
賃
租
を
集
め
る
任
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
村
長
領
は
大
抵
村
域
の
一
〇
分
の
一
を
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

租
で
占
め
て
い
た
が
、
芝
竜
。
N
胃
村
の
場
合
、
六
フ
ー
フ
ェ
の
う
ち
三
フ
ー
フ
ェ
を
免
租
と
し
、
残
り
の
三
フ
ー
フ
ェ
か
ら
は
賃
租
を
支
払
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
。
ま
た
法
転
換
し
て
五
〇
フ
ー
フ
ェ
を
も
つ
N
巨
①
づ
・
o
村
で
は
村
長
は
五
免
租
フ
ー
フ
ェ
と
一
居
酒
屋
を
も
つ
ほ
か
、
隔
て
他
所
で
所
有

し
て
い
た
ニ
フ
ー
フ
ェ
の
代
り
に
同
村
に
お
い
て
三
フ
ー
フ
ェ
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
村
長
の
軍
役
負
担
は
、
す
べ
て
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
⑬
　
　
⑭
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
翰

記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
じ
d
冨
ω
①
戸
U
衆
悪
峯
戸
Ω
o
目
節
創
冨
o
o
ζ
窪
お
よ
び
図
①
コ
あ
の
村
長
は
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
憩

い
わ
ゆ
る
℃
冨
ヰ
2
蝕
。
霧
げ
を
負
担
し
た
。
ま
た
ω
冨
ヨ
ω
ぎ
○
。
。
貯
○
鼠
簿
の
場
合
の
よ
う
に
村
長
職
は
そ
の
権
利
・
義
務
と
共
に
売
買
さ
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
次
に
村
の
騒
げ
Φ
露
節
居
酒
屋
に
つ
い
て
、
U
冨
貯
8
げ
。
。
ぞ
螢
5
①
の
場
合
、
そ
の
居
酒
屋
か
ら
六
三
羽
の
鶏
を
給
付
し
た
。
一
般
に
居
酒
屋
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
の
賃
租
は
三
i
四
マ
ル
ク
と
鶏
の
例
が
多
い
。
村
長
自
身
に
居
酒
屋
お
よ
び
粉
愚
息
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
Q
Q
。
げ
9
≦
鎗
O
①
村

で
は
居
酒
屋
と
パ
ン
ま
た
は
肉
を
売
る
ヨ
p
8
≡
と
か
ら
の
賃
租
は
二
分
の
一
を
村
長
に
、
二
分
の
一
を
騎
士
団
に
配
分
さ
れ
、
村
長
は
粉
眼

場
か
ら
毎
年
三
マ
ル
ク
の
賃
租
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
⑭

　
ま
た
○
舞
巴
村
に
は
七
フ
ー
フ
ェ
を
も
つ
騎
士
が
い
た
。
彼
は
四
フ
ー
フ
ェ
を
も
つ
村
長
と
同
様
の
胸
甲
を
つ
け
た
軍
役
を
負
担
し
た
。

　
　
⑳

○
璋
げ
貯
村
に
お
い
て
も
軽
騎
兵
勤
務
を
負
担
す
る
二
名
の
自
由
民
が
い
た
。
　
こ
の
よ
う
な
騎
士
と
村
落
と
の
関
係
（
耕
地
区
分
、
混
在
制
、

裁
判
権
な
ど
）
に
つ
い
て
は
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
か
ら
は
何
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
少
く
と
も
村
長
の
裁
判
権
は
柑
内
に
い
る
こ
の

騎
士
に
は
及
ば
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
農
民
の
主
要
な
負
担
は
フ
ー
フ
ェ
賃
租
で
あ
り
、
ω
。
げ
貧
募
郎
村
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
み
る
よ
う
に
通
常
一
フ
ー
フ
ェ
に
つ
き
二
分
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

マ
ル
ク
と
二
羽
の
鶏
で
あ
る
。
農
民
に
許
さ
れ
た
共
有
地
と
し
て
毛
省
。
艮
村
と
U
δ
鍾
ざ
び
。
。
α
○
諜
に
は
ニ
フ
ー
フ
ェ
の
共
同
牧
場
が
あ
り
、

　
　
　
　
⑮

切
ξ
ヨ
窪
窪
村
に
は
牧
羊
の
た
め
に
二
分
の
一
フ
ー
フ
ェ
の
放
牧
場
が
免
稚
で
与
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
養
蜂
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
上
述
の
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プロイセンにおける村落建設（山田）

　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爵

ぞ
壱
。
葺
村
で
は
伐
木
権
を
認
め
ら
れ
る
に
際
し
て
養
蜂
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
が
見
出
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爵
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
⑱

　
上
述
の
U
δ
霞
8
び
。
。
α
o
ほ
の
ほ
か
ク
ル
マ
ー
ラ
ン
ト
の
三
つ
の
村
落
切
ご
ヨ
①
昌
斜
戸
ω
。
げ
α
コ
≦
巴
α
①
M
署
①
鼠
。
ほ
に
お
い
て
男
穿
σ
q
」
鎖
鋳
⑦
亭

δ
議
の
給
付
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
プ
フ
ル
ク
毎
に
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
小
麦
と
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
麦
を
、
　
ハ
ー
ケ
ン
毎
に
一
シ

ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
小
麦
を
騎
士
団
に
納
入
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ク
ル
マ
…
ラ
ン
ト
に
お
い
て
は
騎
士
団
と
司
教
と
の
協
定
（
＝
一
五
五

年
）
に
よ
り
司
教
十
分
の
一
税
は
す
べ
て
ク
ル
ム
ゼ
ー
司
教
の
も
と
に
入
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
こ
の
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ソ
は
騎
士
団
に
に
納
入
さ

れ
た
。
教
会
的
十
分
の
一
輪
と
し
て
の
性
格
を
失
っ
て
騎
士
団
自
体
も
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
と
し
て
こ
の
現
物
貢
程
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
後
述

す
る
よ
う
に
エ
ル
ピ
ン
ク
地
区
と
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
地
区
と
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
村
落
が
こ
の
貢
租
を
負
担
し
た
。

　
農
民
の
賦
役
に
つ
い
て
は
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
男
○
σ
q
σ
q
Φ
夢
雪
ω
。
コ
附
近
の
村
で
は
年
八
臼
の
賦
役
を
負
担
し
て
い

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
な
お
こ
の
村
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
は
村
長
に
つ
い
て
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
ク
ル
マ
…
ラ
ン
ト
東
部
の
い
α
げ
雪
地
方
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
プ
ロ
ツ
ク
司
教
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
を
も
つ
七
つ
の
村

落
を
見
出
す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
地
方
の
一
部
が
同
司
教
の
領
主
権
の
下
に
服
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
こ
れ
ら
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
よ

る
と
免
租
年
が
八
一
一
二
年
に
及
ん
で
お
り
、
村
長
は
大
抵
一
つ
の
居
酒
屋
を
保
有
し
、
賃
租
は
フ
ー
フ
ェ
毎
に
二
分
の
一
マ
ル
ク
と
な
っ
て

お
り
、
十
分
の
一
税
と
し
て
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
小
麦
と
同
量
の
燕
麦
お
よ
び
二
羽
の
鶏
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
一
般
に
騎
士
団
の

村
落
と
は
大
き
な
差
異
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
0
8
口
α
N
9
毒
村
の
よ
う
に
村
長
が
全
裁
判
収
入
の
取
得
と
共
に
街
道
裁
判
権
を
も
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

え
ら
れ
て
い
る
の
は
全
く
の
異
例
で
あ
ろ
う
。
な
お
ゲ
ル
ト
ナ
ー
の
い
る
村
○
興
三
σ
q
。
。
O
O
誌
が
緊
①
。
。
。
。
霞
地
区
に
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
村

は
村
長
を
欠
い
て
お
り
、
ゲ
ル
ト
ナ
ー
の
負
担
は
モ
ル
ゲ
ン
当
り
一
フ
ィ
ル
ド
ゥ
ソ
グ
の
賃
租
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
彼
ら
は
土
地
の
売
買
を

禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

　
マ
リ
エ
ン
ブ
ル
ク
地
区
　
　
つ
ぎ
に
ポ
メ
ザ
ニ
ー
ン
司
教
区
を
と
び
越
え
て
マ
リ
エ
ソ
ブ
ル
ク
地
区
に
移
ろ
う
。
プ
ロ
イ
セ
ン
史
料
集
に

は
こ
の
地
区
の
村
落
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
が
の
ち
に
更
新
さ
れ
た
も
の
を
含
め
て
四
入
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
≦
φ
8
房
Φ
劉
賭
○
σ
q
暮
間
の
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O
H
o
ゆ
①
H
≦
①
a
豊
に
あ
る
も
の
が
比
較
的
多
い
し
、
ま
た
○
同
0
2
（
o
B
夢
裡
毛
①
彦
豪
く
◎
β
○
錺
①
言
の
在
任
期
間
（
二
瓢
一
五
ー
エ
四
年
）
に
多

く
の
も
の
が
発
布
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
諺
箆
①
U
8
導
。
峯
。
芝
村
（
O
づ
ご
。
寡
Φ
塗
～
一
三
一
二
年
）
の
場
合
、

　
　
「
発
布
者
は
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
フ
ォ
ン
・
オ
ル
ゼ
ル
ソ
。
　
こ
の
村
一
～
六
フ
…
フ
ェ
、
村
の
司
祭
に
六
フ
ー
フ
ェ
、
村
長
デ
ィ
ト
リ
ヒ
に
一
〇
免
租
フ
ー
フ

　
　
ェ
と
村
長
職
を
ク
ル
ム
法
に
よ
り
与
え
る
。
彼
は
村
の
大
小
裁
判
の
収
入
の
う
ち
三
分
の
一
を
取
得
す
る
。
　
ま
た
村
長
は
自
由
な
市
場
権
馬
冒
§
書
§

　
ミ
ミ
鷺
ミ
寒
ぎ
帥
§
謡
§
蕊
§
妬
心
ミ
ぎ
一
筆
凄
を
認
め
ら
れ
、
村
の
住
民
は
フ
ー
フ
ェ
毎
に
ニ
マ
ル
ク
と
四
羽
の
鶏
を
支
払
う
。
」

　
こ
こ
で
は
フ
ー
フ
ェ
賃
租
が
著
し
く
高
い
こ
と
に
気
付
く
。
し
か
し
免
租
年
、
鷲
鼻
の
賦
役
、
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ン
等
に
つ
い
て
の
規
定
は
見

出
さ
れ
な
い
。
つ
ぎ
に
〇
二
〇
R
（
○
凱
。
≠
、
”
一
三
四
九
年
）
村
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
を
取
上
げ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
ホ
ツ
ホ
サ
イ
メ
タ
　

　
　
門
発
布
老
は
総
監
督
揖
。
ぎ
ユ
。
同
μ
9
あ
。
営
。
び
ロ
カ
ー
ト
ル
O
o
筈
㌶
自
○
邑
｝
鐸
o
o
｝
詳
と
住
民
た
ち
に
四
八
フ
ー
フ
ェ
を
も
つ
オ
ル
ロ
ウ
村
を
ク
ル
ム
法

　
　
に
よ
り
永
久
に
占
有
さ
せ
る
。
境
界
明
示
。
フ
ー
フ
ェ
数
が
少
な
い
と
き
は
減
少
し
て
い
る
分
に
は
賃
租
を
課
さ
な
い
。
フ
ー
フ
ェ
数
が
多
い
と
き
は
他
の

　
　
ツ
ー
フ
ェ
と
同
様
に
賃
租
を
支
払
う
。
ゲ
ル
ハ
ル
ト
に
免
租
で
ニ
フ
ー
フ
ェ
を
占
有
さ
せ
る
。
裁
判
収
入
あ
る
と
き
は
三
分
の
二
は
騎
土
団
に
収
め
、
三
分

　
　
の
一
を
村
長
に
与
え
る
。
但
し
街
道
裁
判
権
は
除
く
。
四
六
フ
ー
フ
ェ
か
ら
は
フ
ー
フ
ェ
毎
に
一
マ
ル
ク
半
と
二
羽
の
鷲
鳥
を
毎
年
マ
リ
ア
墾
燭
祭
に
納
入

　
　
す
る
。
農
民
は
乾
草
作
り
の
賦
役
と
大
き
な
堰
翠
黛
築
の
賦
役
と
か
ら
免
除
さ
れ
る
。
村
域
内
の
湖
沼
、
堀
、
川
甲
に
お
け
る
漁
獲
権
を
認
め
る
。
ま
た
鳥
の

　
　
捕
獲
を
認
め
る
が
、
§
も
象
撃
ミ
ミ
§
§
肉
食
鳥
を
除
く
。
農
民
た
ち
が
土
地
に
と
っ
て
有
害
と
な
る
水
を
川
に
導
引
す
る
こ
と
を
認
め
る
…
…
。
」

　
こ
こ
で
は
何
故
か
柑
長
領
は
わ
ず
か
ニ
フ
ー
フ
ェ
で
あ
る
。
冒
頭
に
み
る
「
ロ
カ
ト
…
ル
ー
村
長
と
村
の
住
民
に
村
を
与
え
る
」
と
い
う
表

現
は
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
農
民
は
賦
役
を
免
除
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
地
区
で
は
乾
草
作
り
の
賦
役
の
ほ
か
に
堰
堤
構
築
の

賦
役
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　
更
に
他
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
か
ち
マ
リ
ユ
ン
ブ
ル
ク
地
区
に
お
け
る
特
色
を
探
っ
て
み
る
。
村
長
の
裁
判
権
は
圃
よ
り
非
ド
イ
ツ
人
に
は
及

ば
な
い
が
、
G
Q
。
び
α
器
げ
負
σ
q
村
に
お
け
る
如
く
村
人
が
騎
士
団
の
秘
録
ま
た
は
異
邦
人
と
争
っ
た
場
合
は
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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プPイセンにおける村落建設（山田）

　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍛

倶
し
ゑ
2
ヨ
鴛
閃
村
お
よ
び
国
露
N
o
巳
。
は
村
に
お
け
る
如
く
譜
○
畠
巴
①
ω
に
対
す
る
裁
判
権
と
街
道
裁
判
権
と
は
も
っ
ぱ
ら
騎
士
団
側
の
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

保
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
た
村
長
の
軍
役
は
切
δ
罫
Φ
村
の
場
合
の
如
く
O
μ
≦
興
鳥
窪
に
お
い
て
慣
例
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
農
民
に
関
し
て
は
こ
の
地
区
で
は
一
般
に
フ
ー
フ
ェ
賃
租
は
高
額
を
示
し
て
お
り
一
－
四
マ
ル
ク
に
達
し
て
い
る
。
賦
役
も
フ
ー
フ
ェ
毎
に

三
⊥
出
撃
負
担
し
・
育
の
禦
多
晦
・
そ
の
内
容
は
上
述
の
如
く
乾
草
作
り
が
多
い
が
・
し
ば
し
ば
ぎ
選
①
に
関
す
る
規
定
が
見
出

　
　
曾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

さ
れ
る
。
賦
役
の
代
納
金
は
比
較
的
高
額
に
上
っ
て
い
る
。
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ン
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
一
村
の
み
で
あ
る
が
、
他
に

つ
い
て
は
詳
か
に
で
き
な
い
。
ゲ
ル
ト
ナ
…
の
い
る
村
は
鼠
邑
。
自
の
ほ
か
に
数
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
　
一
般
に
ゲ
ル
ト
ナ
ー
の

負
担
は
農
民
の
そ
れ
に
較
べ
て
重
い
と
い
え
る
。

①
プ
戸
イ
セ
ン
の
歴
史
地
理
的
な
考
察
は
甲
轡
ノ
δ
。
｝
冨
0
5
蛍
Φ
図
β
冨
梓
多
∈
一
α
q

　
α
o
ω
ω
議
α
自
重
さ
嘗
霧
中
昌
～
♂
．
o
。
c
挫
℃
き
當
蝕
切
。
岸
。
嵩
〆
＜
o
ざ
同
翫
。
＝
営
託
「
国
ぎ
〇
三
緯
。
門
学

　
。
。
o
げ
鹸
o
o
α
貸
養
℃
三
ω
o
｝
δ
d
一
詳
。
お
自
。
一
国
禺
鈴
回
昌
”
N
o
剛
伜
ψ
0
7
鉾
P
O
。
蔭
款
。
塁
巳
ご
り
．

　
｝
讐
お
0
9
ぼ
。
客
膳
■
本
稿
に
関
し
て
利
用
し
た
歴
史
地
図
は
護
9
、
出
差
。
㌣

　
ジ
「
o
霧
｝
【
霧
（
7
窃
σ
q
）
噛
訟
陣
。
。
o
ほ
6
6
0
7
σ
q
8
α
q
『
〔
も
三
ω
o
｝
μ
o
轟
〉
¢
霧
鳥
。
。
。
耀
δ
p
ら
。
㌣

　
一
議
臣
篇
。
も
隠
、
い
δ
｛
こ
押
ノ
＜
δ
ω
げ
舞
戸
0
5
一
Φ
O
N

②
拙
稿
「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
都
市
の
特
権
状
i
特
に
ク
ル
ム
法
都
市
に
つ

　
い
て
1
扁
、
『
史
学
雑
誌
』
七
五
編
七
号
、
五
〇
頁
。

③
℃
¢
b
ご
H
＼
b
。
セ
目
a
ρ
夏
野
o
H
瓢
σ
q
危
難
≦
o
貯
甑
。
ゴ
（
訂
g
・
σ
q
Y
φ
弊
嘗
二
鳥
2

　
三
遠
Φ
養
二
三
〇
昌
匙
o
ρ
自
。
＝
o
昌
聾
自
画
。
怨
も
◎
o
ゴ
。
鵠
○
。
。
討
貯
巳
≡
嶺
凶
コ
ρ
窯
卿
＃
ゆ
貯
潔
臼
，
”

　
ド
8
巴
押
¢
霞
，
9
処
鋤
畠
櫛
掃
O
⑪
Q
Q
曽
ソ
7
，
．
回
卜
∂
傘

④
　
こ
の
語
を
含
め
た
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
野
ノ
＜
o
ぎ
ユ
。
営

　
U
δ
⇔
節
ヨ
6
0
ぎ
ユ
霞
q
σ
㊦
謎
①
言
§
磯
貯
鳥
曾
Q
っ
巴
ヨ
づ
一
∈
嘱
く
。
＝
○
ω
冨
δ
争

　
ε
詳
α
q
誓
参
籠
愚
㊦
戸
戸
箒
鱒
二
三
げ
き
＝
o
財
蒙
憎
蝕
o
Q
o
。
。
o
プ
一
9
祥
。
ツ
食
客
0
7
毎
乙

　
○
ω
＆
①
9
ω
o
竃
餌
謬
鳥
伊
尉
9
お
（
お
圃
O
）
o
っ
．
で
亟
Q
。
．

⑥
麺
娼
ρ
言
ρ
U
①
暮
。
。
。
｝
6
げ
留
鐸
①
集
。
9
0
。
厳
鼠
＆
。
一
覧
○
＆
o
ま
砺
3
鉢

　
娼
お
蝿
ゆ
。
算
H
口
“
＜
o
詳
伝
α
q
o
已
藁
薦
。
戦
ロ
・
o
ゴ
…
嚥
o
F
切
傷
G
σ
（
6
2
）
Q
り
・
峯
ω
■

⑥
　
、
謡
辱
、
ミ
翫
窯
跨
唱
ミ
、
o
ぎ
ミ
恥
》
ミ
嚇
、
題
謡
。
笑
窪
託
ミ
ミ
ご
ミ
駄
馬
ミ
馬
織
慧
ミ
昏
§
こ

　
蕊
象
ミ
聴
慧
騎
O
o
§
．
a
恥
。
ミ
砺
ミ
賜
ぎ
こ
ミ
舞
茸
驚
。
糺
ミ
器
ミ
鰻
丼
象
8
鳶
。
ミ
守
』
§
防

⑦
℃
¢
切
囲
＼
N
血
続
ま
。
。
’

⑧
笹
鐸
讐
気
5
器
⇔
．

⑨
営
｛
山
こ
H
押
窯
罫
回
。
。
。
。
．
年
総
額
を
示
し
て
い
る
。
＝
．
緊
阿
憲
P
O
。
ヨ
。
『
（
一
ρ
P

　
錯
○
こ
ω
．
H
吊
り
■

⑩
℃
d
切
ぐ
ト
。
▼
冥
μ
認
野

◎
8
剛
瓢
こ
客
5
噛
O
ρ
こ
の
村
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
法
か
ら
ク
ル
ム
法
に
転
換
さ
れ
た
と

　
い
う
指
摘
は
尉
．
U
．
6
鴛
溝
。
⇒
’
弓
開
δ
○
託
σ
Q
ヨ
し
。
o
h
勺
岳
ω
鐵
斜
○
諏
。
議
H
り
⇔
♪

　
℃
」
＄

⑫
℃
¢
切
ぐ
ト
。
噂
翼
鉾
象
ρ
望
冨
。
隔
y
ミ
ミ
箋
δ
避
竃
ミ
ミ
醤
p

⑬
　
誉
ξ
二
同
押
累
月
．
し
。
鰺
、
U
鯖
二
＃
ぐ
う
毒
鐸
、
誌
ミ
吟
ミ
ミ
ミ
蔚
ミ
§
、
凡
q
ミ
ミ
？
δ
》
寧

　
篭
、
ミ
起
§
魅
愚
§
篭
偽
軌
ミ
、
ミ
強
い
ミ
」
Q
ζ
o
“
q
ミ
偽
窺
詮
、
ミ
黛
ミ
§
ミ
浅
こ
ミ
ミ
～
も
ミ
ミ
．
．

　
向
恥
鴨
ミ
噴
馬
馬
ミ
ミ
黛
ミ
嵐
暖
腰
梱

⑭
芭
α
‘
H
押
累
5
ω
り
野
Ω
。
琶
”
§
乱
w
ミ
ミ
§
馬
、
§
ミ
ミ
§
恥
ミ
ミ
魯

9　（653）



⑮
曇
血
こ
H
同
噛
寄
，
お
P
蜜
0
9
内
曄
戸

⑯
彦
山
こ
潤
押
属
戸
。
。
㎝
P
図
二
巴
ω
で
は
村
長
は
免
租
四
フ
ー
フ
ェ
と
賃
租
ニ
フ

　
ー
フ
ェ
を
与
え
ら
れ
軍
役
を
負
嘉
し
た
恥
ミ
ミ
轟
§
§
ミ
ミ
ミ
§
馬
稔
ら
ミ
ミ
畿

　
　
り

　
題
ミ
ミ
勘
萄
ミ
、
馬
O
ミ
ミ
§
笥
勲
疇
馬
§
ミ
8
嚇
ミ
ミ
竃
蕊
騎
§
帖
騎
》
汽
ミ
§
勝

⑰
3
陣
飢
二
H
押
翼
鉾
8
も
e
岸
。
彰
ω
『
鳴
．
劉
○
騨
尻
ω
向
洋
餌
・
騨
○
二
や
③
り
．
こ
の

　
村
長
は
プ
ロ
イ
セ
ン
人
な
り
と
。

⑱
り
O
b
d
嵩
2
5
＝
。
。
噛
○
ω
零
〇
三
け
汁
■
暴
説
言
①
噛
O
。
ヨ
魯
孟
ρ
。
。
マ
容
b
。
噛
書
日
■

　
蔭
①
。

⑲
℃
¢
切
胃
ぐ
鱈
頃
【
二
蒔
．
銀
鼠
袖
畳
で
は
二
人
の
居
酒
屋
が
年
二
六
マ
ル
ク
の

　
賃
租
を
要
求
さ
れ
た
。
な
お
彼
ら
は
所
属
す
る
土
地
に
つ
い
て
大
小
の
裁
判
権
を

　
与
え
ら
れ
、
裁
判
音
入
の
三
分
の
一
の
取
得
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
麟
・
℃
暮
N
P

　
Ω
O
ヨ
O
ヨ
O
ρ
ψ
ド
リ
ω
凸

⑳
℃
O
ω
同
＼
b
。
．
累
5
遊
民
回
＜
。
翼
’
○
霧
。
三
。
茸
。
軍
⑦
島
。
塁
層
H
H
囲
こ
Q
D
■
ミ
①
層

　
〉
臨
ヨ
’
卜
。
・
H
＜
糟
ω
．
『
ω
伊
》
鵠
葺
■
心
．

⑳
　
勺
d
切
鱗
ぐ
押
扇
昌
ミ
リ
¶

⑳
）
　
譲
．
勺
8
7
鈍
N
鎧
巴
Ω
o
ω
O
ダ
傷
〉
σ
q
『
碧
く
。
篤
霧
G
・
霞
歴
く
。
鄭
O
ω
学
已
ム
乏
①
の
掌

　
℃
器
＝
ゆ
①
戸
囲
ヨ
悔
。
島
。
戸
N
．
げ
犀
＝
臼
F
℃
器
鎧
ゆ
．
O
⑦
ω
o
F
噂
ミ
（
6
0
蒔
）
ω
．
お
．

（
㊥
　
唱
d
ゆ
ぐ
b
。
噛
客
μ
心
①
ド
こ
の
村
は
騎
士
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
が
、
フ
…
フ
ェ

　
賃
租
に
つ
い
て
、
…
…
自
§
犠
防
空
㍗
“
ミ
恥
§
ミ
蔚
§
ゆ
ミ
。
ミ
守
ミ
§
§
窮
。
“
さ
ミ
防

　
ミ
S
特
ミ
勘
ミ
ミ
§
ミ
帖
窺
§
ミ
ミ
§
竃
“
煙
ミ
ー
特
δ
肘
（
馬
§
礼
ミ
ミ
O
ミ
§
恥
蕊
画
斜
ミ
凶
ミ
．

　
と
義
務
づ
け
て
い
る
。
因
み
に
O
N
ゆ
に
よ
る
と
一
五
世
紀
前
半
（
一
四
一
四
一

　
二
二
年
お
よ
び
一
四
三
七
一
三
八
年
こ
ろ
）
に
お
け
る
フ
ー
フ
ェ
賃
租
は
ハ
ン
ト

　
フ
ェ
ス
テ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
殆
ん
ど
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
ま
た
℃
㌣

　
唱
窪
地
区
で
は
村
落
に
よ
っ
て
三
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
ず
つ
の
四
種
の
麦
、
一
マ
ル
ク

　
と
一
ポ
ン
ド
の
胡
椒
ま
た
は
』
マ
ル
ク
と
ニ
シ
ョ
ッ
ク
と
＝
二
の
鶏
（
一
シ
ョ
ッ

　
ク
ぱ
六
〇
）
な
ど
と
賃
租
額
が
多
彩
で
あ
る
、
O
N
じ
d
や
b
。
①
〒
卜
。
①
。
。
（
窓
ω
。
。
）

⑳
娼
¢
ゆ
ぐ
b
。
層
寄
噸
臼
b
。
9

⑳
凶
玄
山
こ
H
＼
卜
。
噂
累
戸
謡
。
。
「

⑯
ぎ
、
§
ミ
偽
§
嵩
§
’
ミ
ミ
守
ミ
塁
㌣
。
§
ミ
慧
ミ
防
ぎ
驚
、
跨
§
噛
ミ
謹
恥
画
§
㍗

　
匙
§
登
こ
の
よ
う
な
禁
令
は
上
掲
の
シ
ャ
ル
ナ
ウ
村
で
も
見
ら
れ
る
。

⑳
受
畠
二
ぐ
ト
っ
’
堵
μ
謡
歴

⑳
　
凶
σ
置
二
H
＼
N
闇
物
5
勺
。
◎
ρ

⑳
プ
フ
ル
ク
と
ハ
ー
ケ
ン
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
ノ
＜
・
H
（
昏
詳
U
窪
同
日
鐸
σ
q
巴
ω

　
切
簿
ユ
。
び
。
・
o
貯
ぴ
①
諜
ぎ
》
冨
℃
お
昌
ゆ
⑦
p
H
冨
”
N
o
搾
ω
o
『
μ
い
○
ω
諜
。
崩
O
げ
こ
H
N
日
α
Q

　
（
δ
①
ω
）
ω
．
ミ
も
Q
1
8
ρ
U
o
H
。
・
己
U
q
踏
巴
内
①
瓢
営
》
津
℃
円
。
償
ゆ
①
戸
囲
範
ω
ε
象
。
鐸

　
N
駕
憎
Ω
o
ω
o
プ
．
O
凸
℃
毎
鐸
ゆ
。
巳
ρ
嵩
ユ
O
。
。
．
鵠
湯
σ
q
■
〈
O
昌
国
切
ρ
げ
野
レ
臼
霞
σ
鐸
茜
δ
①
Q
。
讐

　
u
Q
．
屋
蒔
占
卜
．
な
お
こ
の
二
論
文
は
共
に
次
の
書
物
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
≦
．

　
両
三
ぎ
噸
く
2
σ
q
冷
蹄
9
6
コ
畠
。
¢
暮
震
誓
。
プ
昌
昌
α
q
N
口
円
ヨ
蠕
け
巴
ρ
洋
O
識
8
げ
⑦
昌
○
の
叶
ω
【
？

　
巳
ロ
謬
限
囚
α
ぎ
H
竃
G
。
9

⑳
　
勺
d
雪
輪
H
魎
裟
戸
さ
ρ
圃
。
。
”
ω
冨
嵩
村
は
二
日
の
賦
役
を
負
担
、
但
し
O
N
切
や

　
O
《
に
は
賦
役
の
記
載
は
な
い
。

⑳
§
ミ
ミ
き
恥
ミ
§
鷺
も
襲
腰
§
い
肉
。
恕
器
N
§
（
翔
。
σ
q
σ
q
雪
質
器
象
）
層
勺
α
ゆ

　
H
＼
b
o
．
翼
μ
α
①
P
累
。
β
α
o
臥
陶
ヨ
肖
山
こ
堵
ぴ
刈
胎
ρ
Ω
2
ぎ
σ
q
呂
。
醜
臨
魑
酬
げ
鐵
■
噛
屠
h
鴫
。
。
O

　
に
お
い
て
も
村
長
を
欠
い
て
い
る
。

⑳
　
例
え
ば
ζ
d
罠
。
誼
。
」
σ
置
二
上
押
客
四
一
ρ
O
δ
ヨ
げ
。
。
器
騨
層
ξ
峯
”
H
押
聚
戸
お
．

　
竃
凹
㊦
ω
δ
三
ω
評
O
毫
ρ
子
こ
二
H
H
噂
累
μ
目
り
伊
O
O
諺
6
≦
P
一
げ
試
こ
属
二
一
㊤
①
．

⑱
ま
6
”
H
H
噛
多
色
ω
。
。
b
っ
噛
ミ
b
。
ゆ
困
H
ぐ
P
累
5
卜
。
ホ
・

＠＠＠＠＠＠＠
らロ　　リコ　　らコ　　リコ　　　ロ　　リ　　　り　

σヴげげσげび　ロ　　のロ　　ドコ　　にロ　　ドロ　　リコ　　ロサ

Ω．Ω．ζ』Q。伽畠Ω・

≦曇日鐸拝昌ヌ

藁弾無識
邑鴛闘毒
N｝圃 N
’　o’

（654）10



⑪
例
え
ば
涛
振
興
魯
二
村
は
　
マ
ル
ク
と
野
鶏
自
餌
二
員
累
p
舘
。
。
．
上
掲
の

　
Ω
5
濃
。
鐸
①
瓢
窪
村
は
ニ
マ
ル
ク
と
四
鶏
（
詫
⑳
）
、
ω
o
ま
謬
鼠
Φ
ω
①
村
は
一
マ

　
ル
ク
と
一
ポ
ン
ド
の
胡
椒
3
こ
こ
幾
同
＼
押
属
μ
。
。
ま
・
曳
。
ヲ
〈
騨
一
計
⑦
村
は
四
マ
ル

　
ク
と
六
日
の
賦
役
箭
峯
▼
H
＜
”
冥
【
①
o
。
③
び
斜
O
Φ
ぎ
b
℃
村
は
四
マ
ル
ク
、
マ
イ

　
ナ
ス
ー
フ
ィ
ル
ド
ゥ
ン
グ
、
箭
乙
二
嫉
H
＼
野
累
5
負
O
・

⑫
　
一
三
伽
こ
H
＜
・
写
．
①
お
’
出
雪
げ
ψ
審
簿
村
で
は
六
日
の
賦
役
を
負
担
、
き
㌣
…
－

　
き
h
、
§
§
繋
ぎ
§
ミ
ぎ
》
一
§
ミ
ミ
§
覧
ミ
轟
ミ
恥
§
ミ
斗
魯
忌
唖
＆
§
ミ

　
§
唖
§
8

⑬
　
圃
げ
一
α
こ
鍔
Z
5
。
。
簡
潔
鰹
冒
剛
。
葺
§
髭
・
N
艶
ミ
§
砺
馬
§
｝
愚
ヤ
ミ
3
風
翁

　
饗
ミ
ミ
ミ
馬
蒔
き
§
｝
さ
§
楠
ミ
譜
ミ
§
｝
、
匙
ミ
§
§
誘
ぎ
い
N
塁
ぎ
、
翫
§
8
、
、
§
．

　
一
げ
一
色
．
．
H
押
客
「
．
ω
㊦
9
両
為
目
窪
婁
、
§
軌
碍
、
詩
ぎ
い
ミ
恥
窃
“
§
繕
ミ
毯
§
き
ミ
O

　
題
嶺
》
＆
、
亀
ミ
評

⑭
　
一
玄
畠
こ
調
押
客
鉾
凸
N
腎
「
σ
q
㊤
階
嶺
村
で
は
賦
役
の
代
納
は
　
フ
…
フ
ェ
に
つ

　
き
六
日
目
ク
ー
フ
ィ
ル
ド
ゥ
ン
グ
。
幽
σ
乙
二
H
＜
▼
区
μ
①
◎
。
9
冥
。
巳
鑑
「
o
ゴ
村
で
は

　
七
マ
ル
ク
半
。

㊥
　
前
堂
⑫
国
巴
げ
ω
葺
黛
は
一
九
フ
…
フ
ェ
一
〇
モ
ル
ゲ
ソ
を
も
つ
村
で
、
村
長

　
の
三
免
租
フ
ー
フ
ェ
を
除
き
、
残
余
の
一
穴
フ
ー
フ
ェ
一
〇
モ
ル
ゲ
ソ
か
ら
フ
ェ

　
ー
フ
ェ
賃
租
一
マ
ル
ク
五
ス
コ
ッ
ト
、
一
、
イ
ナ
ス
一
〇
ペ
ニ
ヒ
と
四
羽
の
鶏
と
、

　
さ
ら
に
プ
フ
ル
ク
毎
に
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
小
麦
と
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
麦
を

　
負
握
。
O
N
じ
d
は
こ
の
地
区
の
個
々
の
村
落
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
な
い
の
で
、

　
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

⑯
　
巨
ゆ
；
H
H
噂
客
国
．
ω
㎝
P
竃
δ
一
。
嵩
村
で
は
ゲ
ル
ト
ナ
ー
は
一
フ
ー
フ
ェ
を
与
え

　
ら
れ
、
モ
ル
ゲ
ソ
当
り
ニ
ス
コ
ッ
ト
の
賃
租
と
八
日
の
賦
役
を
負
担
し
た
。
そ
の

　
ほ
か
ゲ
ル
ト
ナ
ー
の
住
む
村
は
U
p
α
。
叢
雲
」
玄
血
二
H
目
＼
一
層
宕
白
雲
ρ
切
餌
7

　
二
、
帥
乙
ρ
3
ご
二
囲
凝
＼
卜
。
署
客
戸
萱
ω
．
ゴ
。
α
q
o
」
げ
剛
α
‘
凝
ぐ
ト
。
噂
署
磐
お
タ
客
2
一
内
罵
0
7

　
一
び
置
■
．
囲
く
．
瓢
戸
⑦
o
◎
O
．

プロイセンにおける村落建設（山田）

＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
地
区
　
　
プ
ロ
イ
セ
ン
植
民
史
の
上
で
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
地
区
は
モ
デ
ル
学
校
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
特
に
地
区
監
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
暮
げ
曾
く
。
昌
ゆ
峯
仁
⇔
ω
o
げ
≦
虫
σ
Q
の
在
任
期
間
（
＝
三
四
－
三
一
）
に
多
く
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
が
発
布
さ
れ
た
。
ヴ
ン
ダ
ー
に
よ
る
と
一
四
一

ケ
年
ま
で
に
こ
の
地
区
に
お
い
て
建
設
さ
れ
た
賃
租
村
落
三
四
（
さ
ら
に
更
新
一
一
）
、
都
市
付
属
の
村
落
三
、
私
領
主
に
よ
る
村
落
三
、
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

五
一
を
数
え
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
史
料
集
で
検
証
す
る
と
四
九
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
か
な
り
詳
細
に
実
態
を
把
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
し
d
ξ
臼
窪
び
Φ
嗣
げ
村
へ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
（
一
二
九
九
年
）
を
み
る
と
、

「
発
布
老
は
地
区
監
督
缶
。
一
ξ
8
げ
く
。
訂
N
琴
｝
畠
。
プ
≦
興
汁
”
こ
の
村
は
六
三
フ
ー
フ
ェ
、
う
ち
五
フ
ー
フ
ェ
は
村
の
教
会
に
。
村
長
O
o
葺
盆
く
8
鼠
。
。
『

三
四
に
村
の
一
〇
分
の
一
フ
ー
フ
ェ
と
す
べ
て
の
裁
判
収
入
の
三
分
の
一
を
、
｝
ミ
ミ
鋤
ミ
ご
§
遷
永
久
に
自
由
に
占
有
す
る
。
村
の
住
罠
は
一
〇
年
間
免
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程
の
の
ち
フ
ー
フ
ェ
毎
に
三
フ
ェ
ル
ト
ネ
ス
と
二
鶏
を
毎
年
聖
マ
ル
チ
ィ
ソ
祭
に
納
入
し
、
翔
祭
に
フ
竃
フ
ェ
毎
に
一
ジ
ニ
ッ
フ
エ
、
ル
の
裸
菱
と
雨
量
の
燕

　
　
　
　
　
⑤

　
麦
を
納
め
る
。
村
の
住
民
は
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
法
を
享
受
し
、
緊
急
の
と
き
は
そ
の
判
決
を
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
市
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
村
の
居
酒
屋

　
か
ら
は
二
年
間
免
程
の
の
ち
毎
年
ニ
マ
ル
ク
を
支
払
う
。
」

　
こ
の
地
区
に
お
い
て
も
村
落
ハ
ン
ト
フ
ニ
ス
テ
の
発
布
者
は
、
前
掲
の
ハ
ン
ト
フ
蕉
ス
テ
の
如
く
、
も
っ
ぱ
ら
地
区
監
督
で
あ
る
。
村
の
面

積
は
ま
ち
ま
ち
で
小
は
三
三
フ
ー
フ
ェ
か
ら
大
は
一
二
ご
ヲ
ー
フ
ェ
ま
で
の
幅
を
も
つ
が
、
六
〇
フ
ー
フ
ェ
程
度
の
も
の
が
多
い
。

　
頂
カ
ト
ー
ル
即
ち
村
長
は
通
常
村
域
全
体
の
一
〇
分
の
一
の
フ
ー
フ
ェ
を
免
租
で
ク
ル
ム
法
に
よ
り
永
久
に
占
有
す
る
。
し
か
し
詳
細
に
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
⑥

る
と
フ
ー
フ
ェ
数
を
以
て
示
さ
れ
て
い
る
場
合
、
一
〇
分
の
一
未
満
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
を
超
過
し
た
り
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
村
長
の
相
続
権
が
前
掲
の
如
く
貯
お
び
。
お
瓢
笹
易
「
世
襲
法
に
よ
り
」
と
あ
っ
て
、
通
例
の
ク
ル
ム
法
に
よ
り
と
い
う
表
現
を
と
ら
な
い

場
合
が
あ
る
。
こ
の
二
う
の
表
現
に
ど
れ
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
の
か
明
確
に
で
き
な
い
が
、
世
襲
法
が
ク
ル
ム
法
に
較
べ
て
著
し
く
不
利
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
村
長
の
裁
判
権
は
前
述
の
地
区
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
村
の
居
酒
屋
の
持
主
が
個
人
で
あ
る
場
合
、
そ
の
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

租
が
騎
士
団
と
村
長
と
で
配
分
さ
れ
て
い
る
。
村
長
自
身
に
パ
ン
騒
お
よ
び
肉
屋
の
占
有
を
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
ま
え
そ
れ
が
村
の
住
斑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
漁
獲
権
は
一
般
に
村
長
と
村
人
と
に
窃
由
に
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
小
さ
い
網
に
よ
っ
て
自
己
の
食
篭
の
た
め
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
。
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

さ
い
網
と
は
窪
σ
Q
①
押
げ
帥
ヨ
①
戸
芝
下
熱
④
同
ど
ま
た
は
簿
。
園
切
o
N
N
①
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
堰
止
め
な
ど
を
禁
じ
た
場
合
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
粉
骨
場
に
関
す
る
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
は
た
だ
一
例
の
み
を
見
出
す
。
　
一
五
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
密
益
ヨ
。
δ
水
車
の
ほ
か
に
書
纂
白
。
冨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

風
車
も
見
ら
れ
、
一
般
に
粉
畷
場
か
ら
は
穀
物
給
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
粉
畷
場
は
多
く
騎
士
齪
の
独
占
で

　
　
　
　
　
　
　
⑱

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ク
ル
マ
ー
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
お
い
て
は
ク
ル
ム
市
が
ク
ル
マ
ー
ラ
ン
ト
の
上
級
法
廷
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
が
、
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

区
の
一
二
の
村
落
に
お
い
て
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
市
へ
の
上
訴
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
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プPtイセンにおける村落建設（山田）

　
村
の
住
民
が
「
特
別
な
恩
恵
に
よ
り
」
穀
物
輸
出
お
よ
び
販
売
の
自
由
が
認
め
ら
れ
、
エ
ル
ピ
ン
ク
ま
で
自
己
の
舟
で
輸
送
す
る
こ
と
が
許

　
　
　
　
⑳

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
地
区
で
の
特
色
の
一
つ
に
あ
げ
て
よ
か
ろ
う
。

　
さ
て
農
民
の
権
利
お
よ
び
義
務
に
つ
い
て
、
村
落
に
定
住
し
た
農
民
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
ほ
ど
の
フ
ー
フ
ェ
数
を
世
襲
保
有
し
て
い
た
か
、
ハ

ン
ト
フ
ェ
ス
テ
は
何
も
語
ら
な
い
。
一
般
に
ニ
ー
三
フ
ー
フ
ェ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
農
民
の
家
族
数
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

凡
そ
季
寄
位
を
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
し
農
畏
が
ニ
フ
ー
フ
ェ
を
保
有
し
て
い
た
と
し
て
、
余
剰
の
穀
物
を
エ
ル
ビ
ソ
ク
市
ま
で
運
ん
で

販
売
で
き
る
ほ
ど
の
生
産
力
を
保
持
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
は
判
ら
な
い
。

　
こ
の
地
区
に
お
い
て
農
民
の
負
担
す
る
フ
ー
フ
ェ
賃
租
は
、
一
五
ス
コ
ッ
ト
ニ
鶏
か
ら
最
高
三
〇
ス
コ
ッ
ト
議
題
の
幅
を
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
三
四
村
落
の
う
ち
五
村
落
は
一
マ
ル
ク
以
上
に
な
っ
て
い
る
。
免
租
年
の
長
さ
は
、
記
載
の
な
い
も
の
か
ら
、
四
年
、
六
年
、
一
〇
年
、

一
五
年
、
さ
ら
に
一
八
年
に
及
ん
で
い
る
。
フ
1
フ
ェ
賃
程
の
納
期
は
マ
ル
チ
ィ
ン
祭
、
ミ
カ
エ
ル
祭
、
聖
夜
、
マ
リ
ア
聖
燭
祭
ま
た
は
マ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
珍

ア
清
浄
祭
と
な
っ
て
い
て
一
定
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
質
租
と
納
期
が
農
民
た
ち
の
要
請
に
よ
っ
て
決
定
乃
至
変
更
さ
れ
た
場
合
も
み
ら
れ
る
。

　
司
祭
へ
の
十
分
の
一
言
は
村
長
も
負
担
し
、
一
フ
ー
フ
ェ
毎
に
一
シ
ニ
ヅ
フ
ェ
ル
の
裸
菱
と
同
量
の
燕
麦
で
あ
る
。
地
区
監
督
に
よ
っ
て
発

布
さ
れ
た
五
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
お
い
て
十
分
の
一
六
は
フ
ー
フ
ェ
毎
に
二
分
の
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
麦
と
同
量
の
燕
麦
を
要
求
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
が
、
こ
れ
ら
の
村
落
は
す
べ
て
の
ち
の
オ
ス
テ
ロ
ー
デ
地
区
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ソ
の
要
求
は
男
魚
。
げ
①
忌
節
。
げ
村
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
現
物
貢
稚
は
一
般
に
騎
土
領
に
賦
課
さ
れ
た
が
、
ラ

イ
ヒ
ェ
ソ
バ
ッ
ハ
村
は
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
地
区
に
六
〇
フ
ー
フ
ェ
、
エ
ル
ピ
ン
ク
地
区
に
五
四
フ
…
フ
ェ
を
擁
し
、
二
つ
の
地
区
に
跨
っ
て
い

た
か
ら
、
後
述
す
る
よ
う
な
エ
ル
ビ
ソ
ク
地
区
の
慣
例
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
五
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
ク
リ
ス
ブ
ル
ク
地
区

に
お
い
て
℃
論
¢
σ
q
σ
q
①
崔
と
℃
臨
蝿
σ
Q
己
滋
国
跳
窪
σ
q
Φ
ヰ
Φ
答
①
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
。

　
農
民
の
賦
役
義
務
に
つ
い
て
、
ヴ
ソ
ダ
ー
は
そ
れ
が
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
地
区
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
お
い
て
一
三
五
〇
年
以
降
に
現
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
愚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
っ
て
い
る
が
、
筆
渚
の
検
出
に
よ
る
と
そ
れ
以
前
に
裟
①
琶
。
ほ
村
お
よ
び
囚
ρ
導
℃
窪
碧
村
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
見
ら
れ
る
。
し
か
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し
前
者
は
の
ち
オ
ス
テ
ロ
ー
デ
地
区
に
、
後
者
は
マ
リ
エ
ソ
ブ
ル
ク
地
区
に
編
入
さ
れ
た
か
ら
、
ヴ
ソ
ダ
ー
の
取
扱
う
対
象
に
は
心
え
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
農
民
の
賦
役
は
免
除
さ
れ
て
い
る
が
、
か
な
り
高
額
の
代
納
金
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
村
落
も
あ
る
。

　
オ
ー
バ
ソ
に
よ
っ
て
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
地
区
の
ド
イ
ツ
農
民
の
年
負
担
を
み
る
と
、
一
フ
ー
フ
ェ
に
つ
き
フ
ー
フ
ェ
賃
租
は
一
ニ
ス
コ
ヅ
ト

と
心
添
（
二
四
ペ
ニ
ヒ
）
、
プ
フ
ル
ク
ゲ
ル
ト
乃
至
ヴ
ァ
ル
ト
坦
ー
ン
は
ニ
ス
コ
ッ
ト
、
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ン
は
八
分
の
三
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
小

変
（
三
六
ペ
ニ
ヒ
）
と
同
量
の
裸
麦
（
二
九
ペ
ニ
ヒ
）
、
シ
ャ
ル
ヴ
ェ
ン
コ
ル
ン
は
四
分
の
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
麦
（
二
〇
ペ
ニ
ヒ
）
、
計
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

七
ス
コ
ッ
ト
一
九
ペ
ニ
ヒ
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヴ
ソ
ダ
ー
の
箕
定
は
＝
二
八
九
年
こ
ろ
ニ
フ
ー
フ
ェ
を
も
つ
農
民
の
負
担
は
、
フ
ー
フ
ェ

賃
租
が
三
六
ス
コ
ッ
ト
四
〇
ペ
ニ
ヒ
、
プ
フ
ル
ク
ゲ
ル
ト
が
ニ
ス
コ
ヅ
ト
、
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ン
が
一
シ
ェ
ヅ
フ
ェ
ル
の
小
麦
　
（
一
四
〇
ペ
ニ

ヒ
）
と
圃
量
の
裸
麦
（
コ
一
八
ペ
ニ
ヒ
）
、
シ
ャ
ル
ヴ
ェ
ソ
コ
ル
ン
が
三
分
の
ニ
シ
エ
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
麦
（
八
五
ペ
ニ
ヒ
％
）
、
計
五
一
ス
コ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ト
三
ペ
ニ
ヒ
％
と
な
る
。
オ
ー
バ
ン
の
箕
定
を
ニ
フ
ー
フ
ェ
に
合
わ
せ
二
倍
す
る
と
三
五
ス
コ
ッ
ト
八
ペ
ニ
ヒ
と
な
る
。
両
者
の
算
定
に
は
か

な
り
大
き
な
隔
り
が
あ
る
。
ヴ
ソ
ダ
ー
に
与
す
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
ド
イ
ツ
農
民
の
経
済
状
態
に
つ
い
て
の
従
来
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

見
解
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ハ
ー
ケ
ン
村
落
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
或
い
は
リ
タ
ウ
エ
ン
人
が
住
ん
で
い
た
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
史
料
集
は
ハ
ー

ケ
ン
村
落
へ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
を
欠
い
て
い
る
た
め
詳
細
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
因
み
に
一
四
三
七
年
に
お
け
る
こ
の
地
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
ハ
ー
ケ
ン
村
落
は
四
六
を
数
え
、
計
一
二
〇
六
ハ
ー
ケ
ン
半
を
も
ち
、
　
い
く
つ
か
の
ハ
ー
ケ
ン
村
に
は
ニ
ー
三
ハ
ー
ケ
ン
を
免
租
で
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
①
団
ρ
芝
δ
夢
ぎ
σ
q
し
お
ヨ
。
穏
鶏
が
い
た
。

　
エ
ル
ピ
ン
ク
地
区
　
　
こ
の
地
区
の
村
落
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
は
史
料
集
に
、
更
新
の
も
の
を
含
め
て
約
四
〇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ゲ
ル
マ

ー
ズ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
報
告
で
は
一
五
世
紀
中
葉
に
こ
の
地
区
に
ド
イ
ツ
人
の
賃
租
村
落
六
四
　
（
う
ち
ハ
ー
ケ
ン
村
落
四
六
、
　
フ
ー
フ
ェ
村
落
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

七
）
、
計
一
、
〇
五
一
ハ
ー
ケ
ン
余
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
こ
の
地
区
で
の
村
落
建
設
の
高
潮
期
は
コ
ム
ト
ゥ
ル
頃
賃
ヨ
き
昌
く
。
鵠
○
℃
噂
Φ
⇔

（一

O
二
〇
1
三
一
年
）
の
と
き
で
あ
っ
た
。
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プロイセンにおける村落建設（山田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
ま
ず
切
震
ヨ
σ
q
貧
鏑
村
（
一
三
二
〇
年
）
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
つ
い
て
、

　
　
「
発
布
者
は
コ
ム
ト
ゥ
ル
囚
○
昌
量
α
＜
o
コ
い
8
岩
窟
げ
Φ
ヨ
”
こ
の
村
は
六
〇
フ
ー
フ
ェ
を
も
ち
、
図
！
、
霧
葺
謬
に
ク
ル
ム
法
に
よ
り
委
譲
。
　
エ
ヴ
ェ
ル
ヴ
ィ

　
ソ
は
一
〇
分
の
一
の
フ
ー
フ
ェ
を
免
租
で
、
村
長
職
と
共
に
永
久
に
占
有
。
残
余
の
五
四
フ
ー
フ
ェ
か
ら
農
民
は
八
年
間
免
租
の
の
ち
、
フ
ー
フ
ェ
毎
に
二

　
分
の
一
マ
ル
ク
と
四
羽
の
鶏
を
毎
年
マ
ル
チ
ィ
ソ
祭
に
支
払
う
。
但
し
鶏
に
つ
い
て
は
開
拓
の
最
初
の
と
き
か
ら
、
要
求
さ
れ
た
と
き
い
つ
で
も
納
入
す

　
る
。
ま
た
六
〇
フ
ー
フ
ェ
の
プ
フ
ル
ク
毎
に
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
小
麦
と
同
量
の
裸
麦
を
毎
年
納
入
す
る
。
こ
の
村
に
お
い
て
居
酒
屋
と
粉
近
場
と
は
特
に

　
騎
士
団
に
留
保
す
る
。
村
長
に
は
村
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
に
対
す
る
小
裁
判
権
を
与
え
る
。
大
裁
判
権
は
騎
士
団
に
留
保
す
る
。
裁
判
収
入
あ
る
と
き
は
そ

　
の
三
分
の
一
を
村
長
に
与
え
、
他
の
三
分
の
二
は
騎
士
団
に
留
保
す
る
。
」

　
こ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
の
規
定
は
こ
の
地
区
に
お
い
て
一
三
六
〇
年
に
至
る
ま
で
基
本
的
に
殆
ん
ど
変
更
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
ま
ず
指
摘

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
村
域
は
ま
ち
ま
ち
で
＝
パ
ー
八
O
フ
ー
フ
ェ
の
幅
を
も
っ
て
い
る
が
、
上
掲
の
よ
う
な
フ
ー
フ
ェ
賃
租
と
鶏

の
給
付
に
つ
い
て
の
条
件
づ
け
、
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ソ
の
要
求
、
ま
た
居
酒
屋
と
一
楽
場
と
の
騎
士
団
に
よ
る
留
保
、
村
長
の
裁
判
権
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
規
定
は
、
ど
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
一
貫
し
て
見
出
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
地
区
監
督
が
交
零
し
て
も
変
っ
て
い
な
い
。
し
か

し
マ
リ
エ
ン
ブ
ル
ク
地
区
に
お
け
る
と
同
様
に
司
祭
へ
の
免
租
フ
ー
フ
ェ
委
譲
は
殆
ん
ど
晃
出
さ
れ
な
い
。
村
長
の
軍
役
負
担
に
つ
い
て
ふ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
る
の
も
一
例
し
か
見
当
ら
な
い
。
な
お
こ
の
地
区
に
お
い
て
も
辺
境
守
備
税
た
る
ω
o
茎
ζ
①
昆
。
ヨ
は
微
収
さ
れ
て
い
た
。

　
前
述
の
如
く
居
酒
屋
と
粉
写
場
と
は
原
則
と
し
て
騎
士
団
に
留
保
さ
れ
、
　
こ
れ
ら
が
村
長
に
与
え
ら
れ
て
い
る
例
は
見
出
さ
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ω
。
げ
9
σ
露
σ
q
村
の
居
酒
屋
は
単
独
の
ハ
ン
フ
ェ
ス
テ
に
よ
っ
て
ニ
コ
ラ
ウ
ス
に
年
賃
租
ニ
マ
ル
ク
と
四
鶏
の
支
払
い
に
代
え
て
委
譲
さ
れ
て

い
る
。
居
酒
屋
か
ら
の
賃
租
は
一
般
に
％
－
三
マ
ル
ク
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
単
独
の
悼
惜
場
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
は
例
え
ば
麟
芭
6
⇔
α
○
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
お
け
る
粉
張
場
が
ニ
フ
ー
フ
ェ
と
共
に
国
鷺
角
な
る
も
の
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
エ
ル
ピ
ン
ク
地
区
に
属
す
る
℃
⇒
①
α
q
舞
ヨ
け
○
糞
①
｝
ω
げ
弩
σ
q
に
切
Φ
煽
葺
Φ
a
o
篤
へ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
が
見
出
さ
れ
る
。

　
　
「
こ
こ
に
は
一
六
名
の
養
蜂
家
が
定
住
し
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
一
フ
ー
フ
ェ
の
耕
地
を
与
え
ら
れ
、
土
地
の
相
続
権
に
つ
い
て
は
妻
と
子
に
認
め
ら
れ
、
妻
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と
子
の
い
な
い
と
き
は
騎
士
団
に
収
納
さ
れ
る
。
彼
ら
は
一
〇
年
閾
免
租
の
の
ち
フ
ー
フ
ェ
毎
に
二
分
の
一
マ
ル
ク
と
乾
草
作
り
の
た
め
三
臼
の
賦
役
を
自

　
弁
で
給
付
し
、
そ
れ
以
上
の
賦
役
に
対
し
て
は
手
当
を
支
給
さ
れ
る
。
彼
ら
に
条
件
づ
き
で
狩
猟
権
、
漁
獲
権
お
よ
び
養
蜂
権
が
与
え
ら
れ
、
特
に
蜜
は
紋

　
穫
の
二
分
の
一
を
騎
士
繍
に
売
り
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
」

　
こ
の
地
区
の
ド
イ
ツ
農
民
の
負
担
は
、
ゲ
ル
マ
ー
ズ
ハ
ウ
ゼ
ン
に
よ
る
と
、
　
フ
ー
フ
ェ
賃
租
は
二
分
の
一
マ
ル
ク
と
四
鶏
（
四
八
ペ
ニ
ヒ
）
、

プ
フ
ル
ク
ゲ
ト
ラ
イ
デ
は
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
小
菱
と
同
量
の
裸
麦
（
計
一
ス
コ
ッ
ト
ニ
七
ペ
ニ
ヒ
）
、
　
シ
ャ
ル
ヴ
ェ
ン
覗
ル
ン
は
プ
フ
ル
ク

毎
に
ニ
シ
エ
ッ
フ
ェ
ル
の
麦
を
毎
年
ラ
ン
ト
の
三
分
の
一
か
ら
微
収
（
一
八
ペ
ニ
ヒ
）
、
さ
ら
に
賦
役
を
換
算
し
て
四
ス
コ
ッ
ト
、
合
計
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ス
コ
ッ
ト
三
ペ
ニ
ヒ
と
な
る
。
オ
ー
バ
ソ
の
算
定
に
よ
れ
ば
一
八
ス
コ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
因
み
に
プ
ロ
イ
セ
ン
人
の
ハ
ー
ケ
ン
か
ら
の
負
担
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

U
δ
霧
お
暮
が
六
ス
コ
ッ
ト
ニ
ニ
ペ
ニ
ヒ
半
、
缶
○
覧
窪
σ
q
Φ
箆
が
一
ス
コ
ッ
ト
、
十
分
置
一
税
が
一
〇
ス
コ
ッ
ト
、
ω
。
》
署
Φ
三
く
。
諺
（
％
シ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ッ
フ
ェ
ル
）
が
一
八
ペ
ニ
ヒ
弩
、
合
計
一
八
ス
コ
ッ
ト
一
一
ペ
ニ
ヒ
％
。
オ
…
パ
ン
の
計
算
に
よ
れ
ば
約
一
八
ス
コ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
地
区
の
場
合
の
如
く
、
フ
！
フ
ェ
と
鳳
毛
ヶ
ソ
の
担
税
能
力
は
ほ
ぼ
匹
敵
し
て
い
る
。
従
っ
て
賃
租
ハ
…
ヶ
ン
を
も
つ
プ
ロ

イ
セ
ン
人
農
民
の
負
担
は
、
ド
イ
ツ
人
農
民
の
そ
れ
に
比
し
て
過
重
と
な
る
。
さ
ら
に
一
部
の
地
区
で
は
ハ
ー
ケ
ン
賃
稚
農
罠
は
賦
役
ま
た
は

そ
の
代
納
と
し
て
の
二
二
σ
Q
①
匡
ニ
ス
コ
ッ
ト
一
五
ペ
ニ
ヒ
を
支
払
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
加
え
る
と
総
計
二
〇
ス
コ
ヅ
ト
ニ
六
ペ
ニ
ヒ
％
と
な

⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
　
　
　
　
　
⑳

る
。
最
後
に
ゲ
ル
ト
ナ
ー
の
い
る
村
落
と
し
て
ゆ
晋
①
9
岩
○
げ
と
ど
○
。
回
お
目
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
》
．
寓
■
図
。
ヨ
。
葬
p
鉾
O
こ
ω
．
δ
●

②
　
国
’
≦
戸
田
山
⑦
斜
曽
㊦
巳
賃
下
σ
q
ω
－
自
鵠
貸
ゆ
。
〈
α
｝
｝
（
①
毎
コ
σ
q
。
。
σ
q
⑦
ω
o
｝
μ
ざ
プ
3
島
鶏
回
（
o
ヨ
ー

　
酔
β
屍
①
沸
O
げ
ユ
簿
σ
β
H
σ
q
誌
■
I
H
O
｝
餌
げ
H
げ
鎧
部
儀
賃
戸
♂
≦
8
げ
ρ
伽
㊦
昌
H
㊤
①
Q
o
．

③
プ
ロ
イ
セ
ン
史
料
集
で
は
、
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
の
地
区
監
督
の
発
布
し
た
ハ
ン

　
ト
フ
ェ
ス
テ
は
、
そ
の
当
時
の
ピ
α
げ
僧
F
O
。
・
8
門
。
α
ρ
蜜
拶
該
①
o
げ
霞
α
q
に
あ
る
村

　
落
の
も
の
を
も
含
ん
で
い
る
。
＝
一
　
四
一
年
に
分
離
し
た
オ
ス
テ
羅
ー
デ
地
区
に

　
つ
い
て
は
国
■
｝
げ
ρ
O
ぽ
閑
。
筥
窪
H
鼠
0
6
・
冨
増
。
鳥
Φ
鳥
窃
O
o
耳
ω
o
プ
Φ
昌
○
乙
o
p
ω

　
一
”
M
V
H
O
屋
ω
ω
①
5
　
一
（
α
H
鵠
耀
．
b
ゴ
O
「
ご
嵩
H
㊤
刈
b
⊃
．

　
　
　
　
　
　
噛

④
℃
¢
切
H
＼
N
蕊
ω
．
編
者
は
こ
の
村
を
匪
ロ
ヨ
窪
窪
村
に
比
定
し
て
い
る
が
、

　
こ
れ
は
誤
り
で
、
ヴ
ソ
ダ
ー
も
示
す
よ
う
に
の
ち
の
国
α
三
重
げ
乏
き
。
ロ
磐
で
あ

　
る
。
な
お
こ
の
村
は
陽
フ
ー
フ
ェ
半
の
森
を
与
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
フ
…
フ
ェ
毎

　
に
三
フ
ィ
ル
ヂ
ゥ
ソ
グ
の
賃
租
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
、
男
q
じ
d
H
娼
＼
ド
桟
戸
b
。
ρ

⑤
　
N
椅
ミ
馬
ミ
ミ
碁
ミ
§
偽
§
ぴ
ミ
帖
馬
詮
鴇
憾
ヤ
さ
む
註
N
鳶
切
馬
§
M
肘
ミ
＆
ミ
、
審
簿
趣
黛
驚
ミ
ー

　
蝋
ミ
鶏
鰍
蕊
賦
ミ
転
ミ
恥
○
》
蔑
防
鳳
穿
食
＆
9
ミ
＆
禽
鴇
暮
職
恥
覧
ミ
｝
愚
ミ
偽
ミ
ミ
自
記
ミ
ミ
肘
9
§

　
ミ
§
§
誉
粋
な
お
こ
の
村
は
、
O
N
じ
ご
や
Q
。
9
。
（
H
幽
軒
b
。
N
Y
や
欝
㎝
（
憲
ω
曵
）
に

　
よ
る
と
、
一
五
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
五
二
賃
租
フ
ー
フ
ェ
を
も
ち
、
フ
ー
フ
ェ
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プロイセンにおける村落建設（山国）

　
賃
観
は
一
ニ
フ
ィ
ル
ド
ゥ
ン
グ
と
二
鶏
で
、
一
二
九
九
年
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
の
賃

　
租
額
と
筒
じ
で
あ
る
。
こ
の
之
と
は
他
の
村
落
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る

　
が
、
た
だ
一
五
世
紀
に
お
い
て
は
多
く
の
村
で
荒
廃
フ
ー
フ
ェ
の
増
大
が
臣
立
っ

　
て
い
る
。

⑥
　
例
え
ば
≧
審
3
舞
の
村
長
は
八
照
フ
ー
フ
ェ
の
う
ち
四
フ
ー
フ
ェ
を
与
え
ら

　
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
℃
¢
し
ご
娼
雪
上
鉾
①
O
．
ノ
く
自
コ
犠
。
斜
9
’
鐸
○
二
Q
D
．
G
。
O
I
ω
』
。
凸

⑦
穴
O
部
お
鴇
⑦
P
勺
¢
切
ぐ
ト
。
’
署
昌
G
。
ω
ρ
躍
画
ω
’
毒
峯
ρ
3
δ
こ
一
型
噂
累
『
．
ま
9
プ

　
ロ
イ
セ
ン
人
騎
士
領
へ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
お
い
て
こ
の
蓑
現
は
し
ば
し
ば

　
使
わ
れ
た
。
拙
稿
「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
騎
士
領
－
原
住
プ
ロ
イ
セ
ン
人
の

　
u
凶
①
霧
茜
鋒
臼
に
つ
い
て
」
　
（
『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
』
二
二
輯
）
所
収
。

③
≦
言
α
①
斜
P
P
O
‘
ω
「
卜
。
。
。
．
で
は
は
っ
き
り
し
た
差
異
を
指
摘
七
て
い
な
い
。

⑨
｝
畔
鐸
窪
O
o
誌
の
場
合
、
「
村
の
居
酒
屋
か
ら
騎
士
団
に
一
マ
ル
ク
半
を
、
村

　
長
に
半
マ
ル
ク
を
嘆
。
。
Φ
濤
綴
毎
年
納
め
る
べ
し
」
と
あ
る
、
℃
¢
切
ぐ
N
犠
芦

　
◎
。
◎
。
ρ
こ
れ
に
つ
い
て
ヴ
ン
ダ
ー
は
村
長
に
一
マ
ル
ク
半
と
書
い
て
い
る
が
、
誤
り

　
で
あ
ろ
う
。
ノ
く
雪
畠
。
き
P
騨
○
こ
幹
。
。
ω
¶
ま
た
O
o
洋
＄
乏
ρ
置
。
村
の
場
食
、

　
「
居
酒
屋
は
免
租
期
間
は
毎
年
村
長
に
ニ
マ
ル
ク
と
四
鶏
を
、
そ
の
の
ち
は
騎
士

　
団
に
一
マ
ル
ク
を
納
め
る
べ
し
」
ど
あ
る
、
℃
¢
切
目
く
’
聚
け
き
ω
’
ま
た
の
。
導
？

　
σ
o
諺
，
村
の
居
酒
屋
は
　
「
六
年
間
免
租
で
、
そ
の
の
ち
毎
年
騎
士
団
に
一
マ
ル

　
グ
、
村
長
に
一
マ
ル
ク
を
納
め
．
る
」
8
二
二
員
押
．
堵
捗
ミ
Q
。
・
菊
郁
唱
℃
⑦
話
宅
巴
山
①

　
村
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
、
3
一
畠
‘
H
＜
魑
岩
戸
卜
。
罫

⑩
例
え
ば
≦
出
導
。
。
鳥
。
罫
茸
四
二
葺
客
【
。
。
。
。
メ
ご
Φ
げ
ぞ
巴
山
Φ
．
彦
山
；
H
踏
＼
卜
。
「

　
客
μ
蒔
卜
。
刈
．
｝
鐸
O
．
コ
一
日
置
こ
回
く
噛
累
叫
．
野

⑪
例
え
ば
窯
冨
≦
巴
α
ρ
同
玄
鳥
二
H
H
噛
署
『
’
嶺
ρ
頃
■
℃
僧
言
ρ
○
・
ヨ
。
ぎ
α
㊦
’
の
」
醤
層

　
〉
鋤
旨
■
㊤
b
σ
．

⑫
　
≦
ロ
昌
餌
。
が
斜
P
O
‘
の
．
ω
。
。
岨
〉
一
お
8
象
村
で
は
漁
獲
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
、

　
勺
d
］
W
H
H
’
裟
脱
■
①
O
．

⑩
　
例
え
ば
缶
巴
＝
σ
q
⑦
鵠
ぞ
巴
α
o
村
の
場
合
、
管
幽
ユ
こ
冥
鉾
＆
G
。
．

⑭
例
え
ば
。
。
ぎ
職
掌
村
の
二
会
、
［
ぼ
幽
．
”
累
鉾
轟
。
。
。
。
．

⑯
　
例
え
ば
〉
賃
①
円
村
の
場
合
、
§
偽
鑓
ミ
馬
唾
§
職
§
駕
慢
ミ
恥
§
．
凶
銘
α
こ
聴
く
・
客
戸
野

⑯
○
⑦
三
｛
①
δ
村
に
お
け
る
粉
面
場
が
ぺ
…
タ
ー
な
る
も
の
に
授
与
さ
れ
た
。
こ

　
の
村
は
エ
ル
ピ
ン
ク
地
区
に
も
跨
っ
て
い
た
。
ベ
ー
タ
ー
は
年
三
マ
ル
ク
の
賃
租

　
を
負
担
、
一
げ
一
野
目
同
＼
b
。
旧
客
5
8
。
。
・

⑰
　
o
Q
の
巳
｛
巴
山
市
の
風
車
か
ら
は
三
ラ
ス
ト
半
の
撫
麦
と
同
髭
の
麦
芽
が
、
ノ
＜
ア

　
σ
q
髭
象
巴
。
無
の
風
車
か
ら
は
四
ラ
ス
ト
の
裸
麦
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
、
O
N
む
ご

　
も
」
ω
ρ

⑯
O
N
し
ご
℃
」
轟
』
へ
§
ミ
ミ
ミ
｝
ミ
へ
こ
ミ
§
ミ
ミ
N
ミ
。
鳶
§
ミ
ト
導
馬
〒

　
ミ
。
ミ
匙
遷
｝
ミ
q
§
包
．
時
馬
ミ
§
窪
G
芸
無
魯
§
嘱
殴
ミ
N
o
ミ
ミ
鴨
為
ミ
q
遷
鈍
ミ
恥
ミ

　
N
ミ
も
b
ミ
無
ミ
§
嵐
ミ
o
N
晒
ミ
馬
壽
ミ
駆
ミ
劉
特
§
N
8
噛
ド
§
ミ
三
富
ミ
醤
N
ミ
O
驚
糟

　
ミ
馬
遵
ミ
N
ミ
劉
防
§
§
＆
蝋
嚇
ミ
§
へ
§
O
、
§
謎
蓉
恥
■
こ
れ
ら
は
騎
士
団
専
用

　
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
磯
臼
の
数
に
よ
っ
て
そ
の
規
模
を
示
し
て
い
る
。

⑲
　
≦
p
＝
乙
。
び
P
㊤
．
○
こ
u
Q
・
も
。
蒔
’
〉
コ
ヨ
■
O
P
は
四
例
を
あ
げ
て
い
る
。
な
お

　
H
尚
巴
誌
♂
＜
益
鳥
。
村
の
場
合
、
N
ミ
・
鴨
ミ
§
驚
ミ
さ
聴
筏
§
穿
卜
誌
ミ
～
鴇
嚇
、
愚
、
寒
§
晦
蕊

　
簑
塗
恥
§
§
N
黒
蜜
画
罵
6
ミ
、
傍
＆
ミ
帖
亀
ミ
、
ミ
馬
窺
§
｝
§
ミ
9
℃
d
し
d
同
＼
卜
Q
”
客
5

　
G
Q
o
o
o
D
噂
℃
卸
叶
N
ρ
O
①
ヨ
O
陣
昌
鐸
ρ
ω
．
掃
O
り
．

⑳
　
例
え
ば
〉
犀
｛
o
置
。
村
の
場
合
、
ぎ
謡
恥
幅
§
§
ミ
忌
§
讐
u
合
織
§
凡
ミ
。
門
馬
鎚
㌣

　
o
ミ
弾
語
恥
乱
。
蔦
防
塁
§
s
罵
憶
§
噂
恥
離
隔
轟
袋
潮
気
ぴ
§
§
層
“
鋒
迷
嵩
恥
黛
妥
偽
ミ
§
黛
§

　
黛
ミ
慢
起
a
遣
8
券
含
馬
謡
§
恥
、
、
§
食
寒
§
ミ
肉
、
ミ
臨
監
恥
q
ミ
鳶
謡
ミ
ミ
偽
§
’
註

　
題
§
轟
ミ
ミ
ぎ
ミ
§
｝
w
馬
ミ
§
ミ
一
同
d
切
目
H
層
客
戸
雪
Q
。
．
同
様
に
囚
ρ
∋
や
。
謬
百

　
凶
σ
己
こ
麟
H
．
瓢
罫
日
b
o
P
6
三
Φ
吋
σ
q
韓
ダ
3
ぼ
こ
H
＜
曽
属
罫
Φ
O
鮒
男
U
■
O
碧
。
・
伴
①
算

　
9
♪
■
P
O
こ
。
り
噛
α
o
◎
噛
諺
厳
戸
8
♂
〈
二
＝
血
O
び
卑
欝
．
○
こ
の
。
心
S

⑳
や
O
負
ヨ
母
号
窪
ω
㊦
鋒
駿
a
一
弓
α
q
ω
①
暮
三
。
H
【
H
毒
α
q
自
霞
℃
お
自
門
。
。
9
雪
｝
ヨ
ー

　
＄
弓
誕
。
嵩
置
昌
捻
り
瞬
。
ご
。
。
審
創
倖
鎧
嵩
傭
竃
。
げ
凄
コ
α
q
o
コ
ノ
δ
ヨ
巳
巳
玄
ω
N
q
亀
嵩
．

　
一
P
プ
ニ
μ
∈
邑
O
は
’
蜜
胃
σ
蟷
噌
σ
q
巳
刈
ρ
ψ
霧
■

⑳
　
例
え
ば
難
戦
鉱
舞
岡
伽
。
村
の
場
合
、
：
・
…
載
a
建
讐
、
様
ミ
ミ
曲
馬
鳶
ミ
驚
鳶
｝
＝
ミ
鴨
肋
ミ
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N
ミ
陽
転
黛
＄
、
§
§
ミ
§
陵
蕊
鞘
§
魯
軌
噛
携
為
§
一
躍
黛
e
§
ミ
災
こ
ミ
ミ
。
§
評
風
§
賎
黛
魍

　
臼
へ
犠
偽
起
鴇
ミ
ミ
山
農
§
口
恥
画
犠
§
謡
恥
＆
ミ
榊
層
勺
O
切
囲
＝
＼
一
噛
翼
さ
冨
0
．
r
δ
9
く
巴
鳥
ρ

　
㎞
σ
置
幽
静
H
H
＼
b
ρ
層
客
戸
別
悼
メ
勺
㊤
仲
N
O
鴫
Ω
O
諺
O
一
昌
α
㊦
噂
幹
一
刈
P

⑬
　
但
し
オ
ス
テ
ロ
ー
デ
地
区
の
五
つ
の
村
で
は
司
祭
へ
の
十
分
の
　
税
は
一
シ
ェ

　
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
蓑
と
同
量
の
燕
菱
と
な
っ
て
い
る
。

⑳
　
勺
d
切
H
押
匿
μ
煙
ノ
ぐ
ロ
コ
岱
O
き
騨
9
2
）
．
○
こ
ω
■
G
Q
c
Q
．

⑮
O
N
し
d
や
お
り
（
謀
も
。
刈
）
で
は
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
地
区
に
お
け
る
貢
租
規
準
が

　
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
ハ
寄
§
鱒
亀
一
軒
音
域
“
魯
鷺
幅
嘩
亀
。
ミ
N
§
佃
ミ
ミ
馬

　
鷺
．
窪
鷺
．
恥
ミ
鳥
§
§
音
N
ミ
四
織
。
忌
腰
縄
ぴ
ミ
ミ
鳶
、
ミ
、
ミ
、
凱
ミ
N
象
慧
ミ
壽
馬

　
黛
同
語
寒
露
馬
ミ
馬
楠
ミ
亀
霧
置
生
｝
嚇
ミ
偽
ミ
詩
ミ
恥
．
…
魯
§
N
恥
ミ
騨
詩
爲
ミ
轟
鷺
簡
茜
属
ミ

　
洋
弓
忌
門
N
題
榊
載
。
ミ
博
．
”
織
。
ミ
ミ
ぎ
蕊
農
偽
ミ
辱
偽
導
馬
ミ
馬
、
ミ
風
ミ
、
鳶
き
賊
題
｝
§
無
題

　
§
蕊
㎏
防
轟
〔
映
ミ
嵩
〕
ミ
題
ミ
馬
ミ
ミ
、
ミ
と
贈
袋
憲
鷺
紅
夷
偽
ミ
噛
．
ミ
翫
魯
計
§
』
馬
壕

　
隠
魯
ミ
S
き
。
ぎ
斜
ミ
》
、
匿
鎚
、
q
ぎ
嵩
靴
S
§
瞳
偽
さ
ミ
亀
、
、
ミ
風
ミ
、
ミ
黛
轟
…
N
象
喬

　
鑓
蔑
題
や
N
目
貫
》
O
ミ
y
N
9
国
恥
馬
誘
鷺
§
ミ
㎏
題
｝
歴
象
い
ミ
’
ま
た
ザ
…
ル
フ
ェ

　
ル
ト
箭
に
付
属
す
る
韻
巴
ぎ
O
o
臥
（
℃
O
罷
目
同
．
瓢
5
b
。
刈
O
）
は
℃
膝
戸
開
σ
q
ざ
導

　
と
ノ
く
貿
茜
巴
◎
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
壽
§
為
偽
§
o
ミ
ミ
ミ
賊
湧
N
§
§
舶

　
と
あ
る
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
辺
境
守
備
税
と
し
て
の
。
り
。
｝
回
巴
≦
o
鼻
。
ヨ
は
ザ
ー
ル

　
フ
ェ
ル
ト
市
へ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
お
い
て
山
嵐
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ヴ
ン

　
ダ
ー
に
よ
る
と
三
年
毎
に
こ
れ
が
微
収
さ
れ
た
、
ノ
く
貿
コ
畠
。
さ
勲
勲
○
；
の
・
Q
。
ρ

（
㈱
V
　
≦
受
皿
傭
①
き
費
P
O
こ
Q
Q
・
幽
も
。
■

⑳
客
①
昌
。
罫
℃
⊂
ご
d
H
押
匿
昌
㎝
一
⑦
．
こ
こ
で
は
フ
；
フ
ェ
毎
に
年
　
日
の
賦
役
。

　
穴
ρ
昌
も
。
コ
⇔
～
凄
5
二
H
岡
H
”
属
5
亀
同
で
は
フ
ー
フ
ェ
毎
に
二
臼
の
賦
役
。

　
切
き
ヨ
α
q
鶏
窪
①
で
は
八
七
賃
租
フ
ー
フ
ェ
の
う
ち
二
五
フ
ー
フ
ェ
は
賦
役
お
よ

　
び
鶏
の
貢
釈
を
免
除
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
六
ニ
フ
ー
フ
ェ
か
ら
は
軍
役
お
よ
び

　
賦
役
を
要
求
さ
れ
た
、
℃
d
温
く
＼
押
賭
μ
鍾
◎
。
．
こ
の
村
は
村
長
を
欠
い
て
い
る
。

　
一
五
世
紀
に
お
い
て
も
然
り
、
O
N
し
ご
や
G
ゆ
心
。
’
や
鵠
ら
・

⑱
≧
け
O
ξ
冨
9
霞
σ
q
村
の
一
三
一
二
年
頃
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
お
い
て
は
賦
役

　
の
記
載
を
欠
い
て
い
る
が
、
の
ち
の
更
新
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
お
い
て
超
過
の
七

　
フ
ー
フ
ェ
弱
を
授
与
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
教
会
十
分
の
一
税
、
軍
役
お
よ
び

　
農
既
的
賦
役
を
免
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
代
り
に
毎
年
一
五
マ
ル
タ
ー
フ

　
ィ
ル
ド
ゥ
ソ
グ
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
勺
¢
切
く
》
・
。
§
ω
。
。
。
。
■

　
ヴ
ン
ダ
ー
は
こ
の
代
納
金
を
無
視
し
て
い
る
、
ノ
＜
量
曾
眞
P
騨
○
・
ω
・
藤
ω
・

⑳
）
　
9
＞
心
玄
ジ
N
望
憎
Ω
霧
。
ダ
鳥
＄
σ
Q
暮
鮎
お
護
臣
。
『
－
げ
旧
臣
2
ζ
o
ロ
。
轟
く
。
筈
巴
賞
マ

　
㍑
ω
O
ω
貯
○
簿
巴
戦
O
霞
ゆ
O
鐸
ぴ
①
ゼ
N
黄
一
㊤
一
〇
層
ω
．
ω
卜
⊃
辱

⑳
芝
三
論
。
さ
9
■
p
．
○
こ
ω
．
呉

⑳
　
ヴ
ァ
．
シ
ン
ス
キ
イ
の
穀
物
価
格
の
算
定
に
よ
る
と
ヴ
ン
ダ
ー
と
は
ま
た
違
っ
た

　
負
担
額
に
な
る
、
国
ン
ぎ
ω
9
一
蕊
算
U
一
①
葦
戸
葺
N
－
§
α
≦
勝
訂
暮
α
q
ω
℃
o
ω
℃
。
年
鐸

　
O
O
o
手
討
）
⑦
霞
伸
G
陰
0
7
㊦
瓢
○
μ
，
O
O
昌
o
o
一
富
勺
屈
O
鐸
◎
ロ
ω
⑦
コ
　
一
口
図
・
O
　
｝
鼠
も
陰
け
O
月
忌
ω
O
げ
O
コ
　
℃
門
O
σ
一
〇
嵩
同
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘲

　
葺
回
O
ω
o
諄
O
コ
O
嵩
O
．
o
℃
門
餌
σ
q
ρ
O
O
簿
貯
σ
q
O
コ
　
O
朝
N
Q
O
・
b
Q
亟
9

⑫
　
O
N
切
や
δ
ω
－
δ
。
。
（
圃
、
錠
鴫
）
こ
の
集
計
は
多
少
の
誤
差
を
も
っ
て
い
る
。

⑱
　
！
’
δ
《
夢
ぎ
α
q
層
♂
く
ざ
昏
｝
σ
貸
噛
！
丘
二
昌
α
葺
は
小
自
撫
民
で
閑
紆
匿
昌
巽
霞
並
み
の
下

　
級
官
僚
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
ハ
ー
ケ
ン
賃
租
困
民
の
負
担
に
つ
い
て
は
、

　
類
毒
忌
溜
P
卑
○
二
¢
。
。
“
隼
プ
ロ
イ
セ
ン
人
村
落
の
村
長
に
当
た
る
簿
臼
。
誇

　
は
こ
の
地
区
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
で
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。

⑧
　
エ
ル
ピ
ン
ク
地
区
に
関
し
て
は
三
顧
O
巽
白
。
笏
げ
髪
。
。
⑦
P
斜
P
O
・
㌧
識
⑳
。
ゲ

　
ル
マ
…
ズ
ハ
ウ
ゼ
ソ
の
研
究
領
域
は
エ
ル
ビ
ソ
ク
地
区
の
金
器
を
含
ん
で
は
い
な

　
い
。
　
即
ち
一
四
〇
〇
年
頃
の
行
政
区
で
エ
ル
ピ
ン
ク
市
と
そ
の
領
域
、
譲
欝
＝
。
。
－

　
昇
O
島
昏
昌
「
　
濁
｝
σ
即
日
σ
q
噛
　
目
く
9
土
魂
回
①
肖
帥
き
汁
　
男
冨
O
げ
蓼
ρ
　
ノ
く
騎
一
（
㌶
ヨ
け
　
レ
R
9
げ
鵠
μ
舞
崖
Φ
ジ

　
勺
識
。
σ
q
¢
欝
ヨ
什
○
冨
。
訪
σ
霞
σ
q
の
管
轄
領
域
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

⑯
）
　
℃
¢
ヒ
d
ぐ
ト
∂
嘲
客
μ
刈
G
Q
ρ

⑳
　
例
え
ば
類
質
包
撃
村
へ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
お
い
て
騎
土
団
は
粉
綴
場
と

　
そ
の
道
路
、
塩
、
金
属
ま
た
は
宝
石
の
摺
師
権
を
す
べ
て
宙
ら
に
溜
保
し
て
い

　
る
、
勺
G
切
目
同
＼
押
翼
昌
海
．
O
梱
国
冨
〇
一
ぎ
Q
り
貯
蝕
窪
N
震
男
O
O
葬
？
＝
鄭
α
ω
O
恩
P
ザ

　
α
q
Φ
ω
〇
三
〇
げ
言
α
o
ω
U
¢
暮
ω
o
『
o
a
o
p
し
。
ざ
諮
匹
。
ω
・
ヒ
d
Ω
．
H
o
Q
円
舞
p
活
昌
σ
q
①
昌
同
Φ
謬
層
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プロイeンにおける村落建設（山田）

　
ω
“
一
ゆ
刈
q
◎
「
ω
．
戸
一
メ

⑳
　
涛
㊤
℃
o
昌
α
o
ほ
は
フ
ー
フ
ェ
賃
租
一
マ
ル
ク
と
二
鶏
を
負
担
、
勺
¢
し
」
類
噛
家
μ

　
一
激
．

⑳
国
。
σ
q
。
爵
＝
ω
窪
村
で
は
七
八
フ
ー
フ
ェ
の
う
ち
、
村
長
に
八
フ
ー
フ
ェ
、
司

　
祭
に
四
フ
ー
フ
ェ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
℃
C
切
固
押
客
μ
蕊
¢
い
。
碁
器
二
村
で

　
は
司
祭
に
四
フ
ー
フ
ェ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
¢
包
三
σ
q
－
≦
前
馬
o
F
¢
舞
＝
鼠
。
ジ

　
P
斜
○
二
Z
μ
感
①
．
○
賃
ヨ
①
盛
剛
笛
霧
⑦
P
穿
欝
．
○
・
噛
ω
．
G
。
b
∂
い
Ω
（
一
三
八
七
年
の

　
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
よ
る
）
。

⑳
　
d
員
お
げ
霧
げ
の
村
長
は
○
「
．
Q
D
言
一
き
詠
の
村
長
と
共
に
日
象
昌
簿
を
負
担

　
し
た
、
℃
O
切
く
＼
N
窯
憎
罐
ρ
村
長
軍
役
が
た
と
え
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
述
べ

　
ら
れ
て
い
な
く
て
も
そ
れ
が
逓
例
で
あ
っ
た
こ
と
は
賃
租
帳
か
ら
判
明
す
る
、

　
O
N
切
や
H
P
N
恥
8
N
§
傍
逡
為
恥
ミ
論
無
や
N
恥
馬
》
馬
隔
ミ
ミ
魁
M
跳
壁
絨
N
q
憾
謎
毯
吻
ミ
ミ

　
鷺
穿
遷
ミ
、
梼
軌
9
ミ
ミ
浅
蛍
匿
O
恥
暮
ミ
魯
馬
噛
贈
ミ
浅
ミ

⑳
一
五
世
紀
は
じ
め
の
シ
ャ
ル
ヴ
ェ
ン
コ
ル
ン
の
規
準
が
示
さ
れ
て
い
る
、
邸
ち

　
プ
ロ
イ
セ
ン
人
は
ハ
ー
ケ
ン
毎
に
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
麦
、
自
由
民
は
皆
竃
ミ

　
ミ
蕊
馬
N
象
鋭
ド
イ
ツ
人
村
落
か
ら
は
プ
フ
ル
ク
毎
に
ニ
シ
エ
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
麦

　
を
負
担
、
Ω
湊
℃
」
①
（
一
き
令
b
。
b
。
）

⑪
℃
¢
ゆ
月
δ
穿
O
。
コ
き
邑
“
欝
霧
。
野
ρ
．
p
O
こ
ω
．
ω
ω
り
．

＠
　
℃
¢
し
ロ
潤
▼
客
μ
Q
。
倉
⑦
り
ド
O
α
吾
⑦
o
署
長
の
粉
破
場
は
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
な
る
も
の

　
に
四
フ
ー
フ
ェ
と
共
に
与
え
ら
れ
た
、
薮
6
”
目
ど
翼
罫
◎
。
罫
巨
魚
ヨ
㊤
口
塁
巴
。
一
〇
〇

　
村
の
粉
劇
場
は
五
つ
の
村
落
の
粉
破
権
を
も
っ
て
い
た
、
害
凹
山
；
H
く
．
累
戸
定
さ
⊃
・

　
私
領
主
も
、
騎
士
団
と
同
様
に
、
彼
の
勺
哉
跨
窪
村
に
お
い
て
粉
破
潅
を
虞
己

バ
ル
が

地
区①

三

　
に
留
保
し
て
い
る
、
管
置
こ
く
＼
鮒
客
μ
b
。
c
。
①
．

⑬
℃
d
ご
d
＜
＼
b
。
’
劉
5
り
鐸
鍔
ま
竈
・
p
O
①
。
。
。
三
三
8
罎
艶
≒
。
湧
．
u
p
回
巨
σ
q

　
掃
Q
Q
刈
O
（
裳
⑦
鎧
α
「
．
諺
鉱
Φ
轟
一
㊤
0
⑩
）
Q
Q
．
O
卜
0
．
℃
繭
O
σ
q
Φ
餌
コ
昏
○
詳
①
冨
ぴ
自
弓
α
q
は
一
一
瓢
山
ハ

　
○
年
ご
ろ
成
立
し
、
以
後
開
拓
が
す
す
ん
だ
。
同
O
℃
需
昌
は
オ
ル
テ
ス
ブ
ル
ク
に

　
お
け
る
＝
認
八
｝
年
以
後
の
八
村
落
の
ハ
γ
ト
フ
ェ
ス
テ
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ

　
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
フ
：
フ
エ
賃
租
そ
の
他
の
貢
租
は
、
我
々
の
見
た
額
と
変

　
わ
っ
て
い
な
い
、
↓
9
噴
。
ジ
P
P
O
．
’
Q
Q
’
露
ゑ
■

⑭
　
Q
霞
ヨ
。
邑
冨
蕊
o
P
鉾
9
コ
・
○
こ
ω
．
総
t
㎝
⇔
．
た
だ
し
〆
＜
孚
齢
σ
q
o
置
に
つ
い
て
は

　
不
詳
。

⑯
　
》
心
証
戸
P
費
○
二
ω
・
ω
さ
。
．
オ
ー
パ
ン
は
賦
役
の
換
算
を
し
て
い
な
い
。

⑯
O
O
嵜
冨
湊
7
磐
ω
O
P
鈴
P
ρ
℃
ω
■
H
o
Q
噛
O
す
届
茜
暮
と
¢
O
覧
O
昌
σ
q
O
置
と
は

　
エ
ル
ピ
ン
ク
地
区
に
お
い
て
の
み
N
。
ご
國
二
号
。
昌
か
ら
微
収
さ
れ
た
。

⑰
　
》
蝦
σ
貯
糟
p
p
O
二
〇
つ
．
ω
春
⊃
．

⑱
O
。
三
お
邑
6
蕊
窪
噛
9
．
穀
．
○
二
〇
。
し
り
■

⑲
℃
¢
し
σ
H
押
翼
5
ト
つ
ゆ
。
。
．
こ
こ
で
は
ゲ
ル
ト
ナ
：
（
人
数
不
詳
）
が
一
フ
ー
フ
ェ

　
を
保
有
し
、
計
七
マ
ル
ク
半
の
高
い
賃
租
を
負
担
し
た
。
従
っ
て
モ
ル
ゲ
ソ
盛
た

　
り
六
ス
コ
ッ
ト
と
な
る
。
O
。
旨
同
。
諺
げ
9
q
G
。
o
P
即
日
○
こ
ω
．
＝
O
・

⑭
　
O
葭
ヨ
2
、
。
・
プ
婁
ω
o
芦
費
勢
．
○
二
ω
・
軽
軽
．
　
五
世
紀
の
は
じ
め
こ
こ
に
は
四
名

　
の
居
灘
屋
、
三
名
の
フ
ー
フ
ェ
農
民
、
二
名
の
ハ
ー
ケ
ン
農
蔑
、
さ
ら
に
＝
工
名

　
の
ゲ
ル
ト
ナ
ー
が
い
る
。
ゲ
ル
ト
ナ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
七
ス
コ
ッ
ト
の
賃
租
を
負
担

　
し
た
。
こ
の
ゲ
ル
ト
ナ
ー
が
賦
役
を
負
担
し
た
か
ど
う
か
凋
ら
な
い
。

（663）

プ
ロ
イ
セ
ン
史
料
集
に
は
こ
の
地
区
の
村
落
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
ニ
四
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
一
三
二
〇
一
．
三
〇
　
1
9



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

年
代
に
発
布
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
ま
ず
麟
・
。
Φ
魯
興
σ
Q
村
（
一
三
〇
八
年
）
の
場
合
、

　
　
「
発
布
者
は
バ
ル
ガ
の
地
区
整
手
占
韓
ヨ
餌
匿
！
δ
p
謝
窪
σ
霞
σ
q
”
ヘ
ル
マ
ン
な
る
も
の
に
八
四
フ
ー
フ
ェ
を
も
つ
イ
…
ゼ
ソ
ベ
ル
ク
村
を
委
譲
、
　
ヘ
ル
マ

　
ソ
に
は
村
長
職
と
一
〇
分
の
一
の
フ
ー
フ
ェ
を
免
租
で
ク
ル
ム
法
に
よ
り
与
え
る
。
こ
の
村
の
住
民
は
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ン
の
納
入
を
β
カ
テ
ィ
オ
ソ
の
故
に

　
　
　
　
　
③

　
免
除
さ
れ
る
。
残
余
の
フ
ー
フ
ェ
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
聖
マ
ル
チ
ィ
ン
祭
に
三
フ
ィ
ル
ド
ゥ
ン
グ
と
四
鶏
を
支
払
う
。
但
し
四
フ
ー
フ
ェ
は
司
祭
教
会
の
た
め

　
に
除
外
す
る
。
ヘ
ル
マ
ソ
村
長
に
四
ソ
リ
ド
ゥ
ス
と
そ
れ
以
下
の
裁
判
権
と
裁
判
収
入
の
三
分
の
一
を
与
え
る
。
倶
し
プ
ロ
イ
セ
ン
人
に
対
す
る
裁
判
権
は

　
除
外
す
る
。
村
長
に
一
居
酒
屋
を
免
租
で
与
え
る
。
特
別
な
恩
恵
に
よ
り
村
長
と
村
の
住
民
に
小
さ
な
網
を
以
て
す
る
漁
獲
権
を
与
え
る
…
…
」

　
こ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
お
い
て
は
司
祭
へ
の
十
分
の
一
塩
に
つ
い
て
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ぎ
に
○
歪
づ
釜
（
一
三
三
一
年
）
の
場

④
合
、　

　
「
発
布
者
は
パ
ル
ガ
の
地
区
監
督
国
。
ぎ
ユ
。
プ
幻
。
暴
。
。
ノ
δ
二
三
ρ
蛋
。
♪
七
〇
フ
ー
フ
ェ
を
も
つ
こ
の
村
を
ク
ル
ム
法
に
よ
リ
ハ
イ
ソ
リ
ヒ
に
委
譲
。
　
ハ
イ

　
ソ
リ
ヒ
は
七
フ
ー
フ
ェ
半
を
免
租
で
、
ま
た
一
屠
酒
屋
と
村
長
職
を
ク
ル
ム
法
に
よ
り
永
久
に
占
有
す
る
。
村
の
司
祭
に
四
フ
ー
フ
ェ
。
残
余
の
フ
…
フ
ェ

　
か
ら
は
六
年
間
免
租
の
の
ち
一
四
ス
コ
ッ
ト
と
二
羽
の
鶏
を
毎
年
マ
ル
チ
ィ
ソ
祭
に
、
村
の
司
祭
に
は
フ
ー
フ
ェ
毎
に
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
麦
と
岡
量
の

　
燕
菱
を
納
め
る
。
村
長
に
四
ソ
リ
ド
ゥ
ス
と
そ
れ
以
下
の
裁
判
権
と
大
裁
判
か
ら
の
収
入
の
三
分
の
一
と
を
与
え
る
…
…
」

　
な
お
こ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
o
o
》
甘
汁
○
話
ω
が
言
及
さ
れ
．
て
い
る
。
こ
れ
は
裁
判
の
際
に
村
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
補
佐
す
る
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
こ
に
お
い
て
は
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ン
に
関
す
る
記
述
が
欠
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
麟
七
宝
。
。
α
o
焦
に
お
い
て
村
長
は
居
酒
屋
、
粉
面
場
さ
ら
に
パ
ソ
屋
、
肉
屋
の
設
立
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
も
村
長
お
よ
び
農
民
の
軍
役
に
つ
い
て
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
彼
ら
に
軍
役
が
免
除
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
農
民
の
フ
ー
フ
ェ
賃
租
は
上
例
で
は
三
ブ
イ
ル
ド
ゥ
ン
グ
（
一
八
ス
コ
ッ
ト
）
と
四
鶏
、
一
四
ス
コ
ッ
ト
と
二
鶏
で
あ
る
が
、
多
く
は
二
分

の
一
マ
ル
ク
と
二
鶏
で
、
こ
の
額
は
一
五
世
紀
前
半
に
な
っ
て
も
変
っ
て
い
な
い
。

　
農
民
の
賦
役
に
つ
い
て
は
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
が
、
一
五
世
紀
前
半
に
お
い
て
賦
役
解
放
金
を
負
担
し
た
村
落
を
見
出
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プロイセンにおける村落建設（山曝）

⑧
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
ま
た
い
く
つ
か
の
村
落
に
お
い
て
は
小
自
由
民
が
介
在
し
て
い
た
。
ま
た
村
内
に
匿
ω
。
昌
≦
。
爵
が
あ
り
賃
租
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

オ
ル
テ
ル
ス
ブ
ル
ク
区
に
お
け
る
如
く
こ
の
地
区
の
℃
臣
①
σ
q
o
霞
9
ω
8
ω
庁
Φ
嵩
で
も
b
d
o
暮
囲
μ
興
〔
δ
は
が
見
出
さ
れ
る
。

　
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
地
銭
　
　
史
料
集
に
お
い
て
こ
の
地
区
の
村
落
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
は
わ
ず
か
に
八
件
の
み
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

例
え
ば
℃
○
塁
詳
窪
村
（
一
三
二
八
年
）
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
の
内
容
は
、

　
　
「
発
布
者
は
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
地
区
監
督
零
こ
蒔
窪
く
o
p
↓
7
巴
ぎ
一
同
野
コ
ン
ラ
；
ト
に
ニ
フ
ー
フ
ェ
と
村
長
職
を
授
け
、
村
の
裁
判
収
入
の
三
分
の

　
　
一
を
与
え
る
…
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
こ
れ
は
極
め
て
簡
単
な
文
面
で
あ
る
が
、
一
三
八
五
年
の
更
新
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
よ
る
と

　
　
「
発
布
老
は
地
区
監
督
霞
δ
臼
8
『
～
、
o
コ
ノ
く
霧
“
¢
詳
こ
の
村
は
二
三
フ
ー
フ
ェ
を
も
ち
、
村
長
に
ニ
フ
…
フ
ェ
、
他
の
二
一
フ
ー
フ
ェ
の
保
有
老
は
、
他

　
　
の
ド
イ
ツ
村
落
と
同
様
に
、
毎
年
フ
ー
フ
ニ
毎
に
二
分
の
一
マ
ル
ク
と
四
鶏
と
を
墾
マ
ル
チ
ィ
ソ
祭
に
、
ま
た
彼
ら
は
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ソ
を
フ
ー
フ
エ
毎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
ニ
シ
エ
ッ
フ
ェ
ル
半
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
村
の
司
祭
へ
は
毎
年
フ
ー
フ
ェ
毎
に
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
麦
と
同
量
の
燕
麦
を
十
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
一
税
と
し
て
納
め
、
い
わ
ゆ
る
辺
境
守
備
税
た
る
1
＜
霞
お
。
冨
は
免
除
さ
れ
て
い
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
こ
の
村
は
一
四
－
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
二
三
－
二
四
フ
ー
フ
ェ
を
も
ち
農
家
の
数
は
八
戸
を
保
っ
て
い
た
。
つ
ぎ
に
鷺
8
ぎ
羅
琶
村
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
（
；
西
七
年
）
の
場
合
、

　
　
「
発
布
者
は
地
区
監
督
国
甑
轟
鼠
。
プ
！
．
o
コ
国
σ
一
9
び
¢
戸
こ
の
村
三
七
フ
ー
フ
ェ
を
も
ち
、
村
長
ン
角
葺
霧
罵
は
ク
ル
ム
法
に
よ
り
三
フ
ー
フ
ェ
を
免
租
で
永

　
久
に
占
有
し
、
他
の
フ
ー
フ
ェ
の
保
有
巻
は
毎
年
聖
マ
ル
チ
ィ
ソ
祭
に
フ
…
フ
ェ
毎
一
六
シ
リ
ン
グ
と
四
若
鶏
を
納
入
す
る
。
住
民
は
プ
ロ
イ
セ
ン
法
に
よ

　
り
プ
ロ
イ
セ
ン
人
の
賦
役
を
給
付
す
る
。
但
し
村
長
は
馬
と
武
器
と
を
以
て
遠
征
お
よ
び
ラ
ン
ト
防
衛
の
た
め
軍
役
を
負
担
。
農
民
は
三
フ
…
フ
ェ
毎
に
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
一
頭
を
給
付
す
る
。
村
長
は
三
〇
マ
ル
ク
の
、
農
罠
は
一
六
マ
ル
ク
の
毛
。
霞
σ
Q
9
鼻
つ
く
2
σ
Q
巴
α
）
人
命
金
を
適
用
さ
れ
る
…
…
」

　
こ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
は
特
徴
的
で
あ
る
。
村
長
も
住
民
も
プ
ロ
イ
セ
ン
人
で
あ
る
。
村
長
は
ク
ル
ム
法
を
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
農
罠
は
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プ
ロ
イ
セ
ン
法
の
適
用
を
う
け
賦
役
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
村
長
の
軍
役
の
ほ
か
農
民
が
三
フ
γ
フ
ェ
毎
に
馬
一
頭
を
提
供
す
る
と
い
う
例
は

他
に
余
り
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
人
命
金
は
も
っ
ぱ
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
人
騎
士
に
対
し
て
六
〇
、
三
〇
ま
た
は
一
六
岬
、
ル
ク
を
保
証
さ

れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
村
長
お
よ
び
村
の
住
民
に
適
用
さ
れ
て
い
る
の
は
全
く
異
例
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
切
①
ω
o
げ
≦
①
a
Φ
の

取
扱
い
に
つ
い
て
も
他
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
例
を
見
な
い
。
村
長
の
裁
判
権
に
つ
い
て
は
通
常
の
規
定
に
な
っ
て
お
り
特
異
な
点
は
見
優
ら

　
⑳

な
い
。

　
上
述
の
ポ
ナ
ル
テ
ン
村
と
同
様
に
こ
の
地
区
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
村
落
か
ら
℃
津
σ
Q
ぴ
鋒
臼
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
が
、
他
の
地
区
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
て
プ
フ
ル
ク
毎
に
要
求
さ
れ
て
い
た
の
と
違
っ
て
こ
こ
で
は
フ
ー
フ
ェ
毎
に
ニ
シ
エ
ッ
フ
ェ
ル
半
に
な
っ
て
い
る
。
村
長
自
身
も
ま
た
一
シ

ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
小
麦
と
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
麦
を
納
入
し
た
。
こ
れ
ら
の
貢
租
は
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
の
支
配
の
確
認
料
の
性
格
を
も
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
ら
に
村
落
に
よ
っ
て
は
貨
幣
賃
租
を
負
担
す
る
パ
ン
屋
或
い
は
手
工
業
者
が
見
出
さ
れ
る
。

　
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
地
区
　
　
こ
の
地
区
は
ザ
ム
ラ
ン
ト
司
教
領
と
併
存
し
て
お
り
、
多
数
の
プ
ロ
イ
セ
ン
人
が
定
住
し
て
い
た
と
こ
ろ
で

　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麟

あ
る
。
史
料
集
に
お
い
て
我
々
は
村
落
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
ー
〇
を
見
出
す
の
み
で
あ
る
が
、
ま
ず
芝
。
圧
雪
①
器
8
村
（
；
一
三
三
年
）
の
場
合
、

　
　
「
発
布
者
は
○
び
巽
巳
錠
ω
。
プ
巴
一
兼
地
区
監
督
U
δ
＃
一
。
プ
＜
8
＞
洋
窪
ぴ
帽
同
卯
こ
の
村
巷
〇
フ
ー
フ
ェ
を
も
ち
、
ク
ル
ム
法
に
よ
り
村
長
ヨ
ハ
ン
は
免
租
の

　
三
フ
…
フ
ェ
を
与
え
ら
れ
、
残
余
の
工
七
フ
ー
フ
ェ
か
ら
村
の
住
民
は
フ
ー
フ
ェ
毎
に
二
分
の
一
マ
ル
ク
と
二
鶏
を
、
九
年
間
免
租
の
の
ち
毎
年
マ
ル
テ
ィ

　
　
ソ
祭
に
§
馬
§
ミ
ミ
馬
§
納
め
る
。
首
と
手
に
関
す
る
大
裁
判
お
よ
び
四
シ
リ
ン
グ
以
上
の
裁
判
の
収
入
に
つ
い
て
は
村
長
に
そ
の
三
分
の
一
を
与
え
、

　
　
三
分
の
二
は
騎
土
団
に
留
保
す
る
。
倶
し
裁
判
は
騎
土
団
員
一
名
の
列
席
の
下
に
行
う
。
村
長
に
服
属
し
て
い
な
い
プ
ロ
イ
セ
ン
人
か
ら
の
三
分
の
一
の
ペ

　
　
ニ
ヒ
は
彼
に
所
属
し
な
い
。
四
シ
リ
ン
グ
以
下
の
小
裁
判
は
村
長
が
行
う
。
村
長
と
佐
民
は
司
祭
に
フ
ー
フ
ェ
毎
に
ニ
シ
エ
ッ
フ
ェ
ル
の
穀
物
、
即
ち
～
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
エ
ッ
フ
ェ
ル
の
裸
麦
と
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
燕
麦
を
毎
年
マ
ル
チ
ィ
ソ
祭
に
納
入
す
る
…
…
」

　
こ
こ
で
は
村
長
の
裁
判
に
際
し
騎
土
団
員
の
嵐
席
を
必
要
と
し
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
　
つ
ぎ
に
口
①
葺
σ
q
§
≦
巴
α
o
村
へ
の
ハ
ン
ト
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プロイセンにおける村落建設（山田）

フ
ェ
ス
テ
（
一
三
四
四
年
）
に
つ
い
て
、

　
　
「
発
布
者
は
オ
…
ベ
ル
マ
ル
シ
ャ
ル
タ
N
ヨ
ユ
。
プ
ノ
、
○
⇔
図
コ
ゼ
8
α
ρ
こ
の
村
六
〇
フ
ー
フ
ェ
を
も
つ
。
司
祭
に
四
フ
ー
フ
ェ
、
村
長
く
。
涛
宅
ぎ
に
六
フ
ー

　
　
フ
ヱ
を
免
租
で
、
村
は
ク
ル
ム
法
を
も
ち
、
村
長
に
は
大
小
裁
判
か
ら
の
三
分
の
一
の
ペ
ニ
ヒ
と
小
裁
判
か
ら
の
四
シ
リ
ン
グ
を
与
え
る
。
村
人
に
漁
獲
権

　
　
を
認
め
る
。
残
余
の
五
〇
フ
…
フ
ェ
か
ら
は
フ
：
フ
ェ
毎
に
二
分
の
一
マ
ル
ク
と
二
士
を
毎
年
マ
リ
ア
聖
専
心
に
、
ま
た
五
〇
フ
ー
フ
ェ
か
ら
は
フ
…
フ
ニ

　
毎
に
年
四
日
の
賦
役
を
給
付
す
る
。
ま
た
要
求
さ
れ
た
と
き
は
年
一
日
（
の
賦
役
）
を
給
付
す
る
…
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼

　
こ
の
二
つ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
か
ら
は
特
に
目
立
っ
た
点
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
フ
ー
フ
ェ
賃
租
の
額
は
一
五
世
紀
初
期
に
お
い

て
も
変
っ
て
い
な
い
。
な
お
賃
租
帳
に
よ
っ
て
補
足
す
る
と
、
こ
の
地
区
の
ハ
ー
ケ
ン
保
有
者
に
対
す
る
十
分
の
一
税
、
鵠
紡
げ
鉱
Φ
漕
艇
女
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

σq

ｳ
乙
の
給
付
規
準
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
一
ハ
ー
ケ
ン
半
が
一
フ
ー
フ
ェ
に
換
箕
さ
れ
て
い
る
。

①
特
に
パ
ル
が
地
区
西
部
の
譲
〇
三
σ
q
o
呂
亀
地
方
に
つ
い
て
は
劉
い
○
暮
学

　
N
o
一
戸
O
姉
。
ゆ
。
ω
一
〇
巳
戸
5
α
q
（
一
〇
q
。
麟
三
宅
。
ω
出
。
一
＝
σ
q
o
騒
げ
。
州
一
ぎ
飢
。
「
〇
三
9
栃
N
o
岸

　
σ
ぢ
二
三
。
「
珍
。
⇒
　
誕
巴
h
8
　
α
o
ω
　
目
窃
．
｝
弛
嵩
ゴ
毎
回
二
〇
諄
噛
　
目
＝
”
勺
お
β
ゆ
⑦
三
雀
乙

　
自
コ
岱
σ
o
β
梓
。
。
0
7
賃
O
a
o
P
舅
。
。
。
峠
。
。
o
ゲ
ユ
誇
漆
『
囚
．
男
。
主
神
〇
三
〇
【
≦
二
簑
玄
貫
α
q

　
お
㎝
Q
。
■
ま
た
バ
ル
ガ
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
両
地
区
に
つ
い
て
の
最
近
の
労
作

　
は
、
署
。
O
鼠
紆
戸
U
凶
。
円
9
簿
9
暮
σ
q
嵩
二
〇
国
暮
三
〇
三
＝
轟
α
霞
℃
吋
写
馨
窪

　
O
同
区
広
げ
①
轟
Q
。
o
プ
臥
言
嶺
　
貯
　
戯
o
p
　
》
罎
8
導
　
切
犀
謬
q
①
自
σ
二
品
　
＝
嵩
鳥
　
切
巴
σ
q
p

　
（
○
の
6
話
島
窪
）
蜜
母
σ
霞
σ
Q
一
¢
誤
マ

②
勺
d
じ
ご
囲
＼
卜
。
℃
累
μ
◎
。
Φ
Q
。
噂
9
三
助
①
一
戸
斜
鋭
○
．
噂
o
D
」
O
ピ
回
生
N
o
”
O
o
ヨ
。
ぎ
血
ρ

　
ψ
麟
ρ
》
コ
幹
ω
切
．
O
N
b
d
や
置
戸
（
瞠
ω
刈
）
で
は
こ
の
村
は
な
ぜ
か
五
三
賃
租
フ

　
ー
フ
ェ
と
な
っ
て
い
る
し
、
居
酒
屋
か
ら
の
賃
租
が
ニ
マ
ル
ク
と
な
っ
て
い
る
。

③
…
嚢
偽
愚
ミ
落
ミ
a
ミ
恥
腰
§
9
§
ミ
・
Q
蓬
ミ
ミ
N
蜘
喚
§
む
ミ
§
腰
特
ミ
ミ
ぎ
§
冒

　
騎
鷺
ミ
特
。
鴇
跨
い
ミ
羽
§
畠
↓
窮
ミ
N
ミ
白
搾
誤
§
ミ
q
画
鳶
恥
ミ
馬
§
8
巨
匠
題
§
急
い
§
毯

　
特
ミ
特
ミ
き
讐
ミ
ぎ
“
誉
q
§
凶
暴
ご
§
亀
§
鋳
着
欺
S
N
馬
．
ズ
。
黒
。
ζ
村
の
場
合
も
同

　
様
で
あ
る
、
℃
d
切
H
お
累
罫
ω
G
。
9
出
。
げ
。
コ
費
げ
話
田
村
で
は
プ
フ
ル
ク
毎
に
一
シ

　
エ
ユ
フ
ェ
ル
の
課
麦
と
～
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
燕
麦
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

　
つ
た
、
睡
窯
畠
．
、
首
邑
，
誤
8
護
陣
咽
諄
窪
村
で
は
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ン
は
一
シ
ェ
ッ

　
フ
ェ
ル
の
小
蓑
と
露
盤
の
裸
麦
を
要
求
ざ
れ
て
い
る
、
一
玄
鳥
二
頃
押
累
戸
器
ρ
マ

　
ズ
ー
レ
ン
地
方
に
あ
る
Q
Q
①
o
ω
8
コ
村
で
は
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ン
は
特
別
な
思
恵
に

　
よ
リ
プ
フ
ル
ク
毎
で
は
な
し
に
フ
ー
フ
ェ
毎
に
％
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
小
麦
と
圃
量

　
の
裸
麦
を
徴
収
さ
れ
た
、
8
α
℃
や
o
P
O
o
の
。
戸
㌶
餌
ω
戸
罵
2
あ
噛
。
り
．
旨
9
こ
の
ゼ
ー

　
ス
チ
ン
村
は
二
四
フ
ー
フ
ェ
を
も
っ
て
い
た
、
O
N
切
や
H
旨
．
こ
の
よ
う
な
例
は

　
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
地
区
に
も
見
ら
れ
る
、
註
⑭
参
照
。

④
℃
d
し
d
鐸
累
【
謹
ヒ
O
附
言
。
拝
p
p
ρ
℃
ψ
お
膳
■

⑤
　
な
お
国
0
7
魯
津
窃
け
（
註
③
）
と
口
。
。
。
年
明
置
の
場
含
ぎ
葭
震
§
と
あ

　
り
。
こ
れ
も
o
o
飴
蝕
呉
。
話
ω
と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
、
勺
α
ゆ
く
＼
押
属
戸
澄
ω
．

　
Ω
露
舞
N
①
搾
噛
帥
．
節
．
○
．
▼
Q
Q
■
一
〇
伊
℃
ρ
言
ρ
O
O
3
⑦
一
5
α
ρ
o
Q
．
一
①
①
．

⑥
勺
¢
ご
ご
H
撰
＼
押
属
境
．
誌
け
○
β
簿
N
。
搾
斜
鐸
O
‘
ω
．
H
O
メ
単
独
で
粉
磯
場
を

　
保
有
す
る
も
の
が
六
モ
ル
ゲ
ソ
の
土
地
つ
き
で
闘
マ
ル
ク
と
三
〇
鶏
を
義
務
づ
け

　
ら
れ
て
い
る
、
℃
¢
し
d
＜
＼
押
累
豊
海
c
o
N
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⑦
　
バ
ル
が
地
区
の
妻
雲
霧
ヨ
け
濃
ω
①
ロ
び
。
お
で
は
一
五
世
紀
初
期
に
逡
ぎ
、
＆
§

　
§
凌
愛
馬
恥
ト
偽
魯
堤
ミ
ミ
梼
賜
轟
恥
嵩
ミ
壽
乳
3
遣
喰
罵
越
壁
O
遮
賊
O
ミ
き
ミ
w
噛
取
偽
O
越
鴨
特
ミ
胸
亀
メ

　
即
ち
農
民
は
一
〇
フ
ー
フ
ェ
毎
に
　
≦
9
誌
面
　
一
名
を
提
供
し
た
。
尋
N
§
ひ

　
切
a
ミ
§
無
無
§
罫
帽
さ
蕊
黛
q
図
勘
蕊
鷺
§
黛
い
老
恥
佃
島
ε
、
嵩
黛
砺
馬
射
鷺
起
N
㎏
電
馬
特
㍗

　
ゆ
ミ
と
な
っ
て
い
る
、
O
N
ζ
d
や
塾
二
令
零
・
O
鼠
身
戸
ρ
・
費
○
・
ω
・
諺
・

⑧
O
N
切
や
逡
（
置
誌
y
六
〇
フ
ー
フ
ェ
を
も
つ
ω
ε
8
器
ロ
澄
雀
村
で
農
斑
は

　
フ
ー
フ
ェ
賃
租
の
ほ
か
フ
…
フ
ェ
毎
に
一
フ
ィ
ル
ド
ゥ
ン
グ
の
》
馬
旗
鷺
ミ
を
負

　
担
し
た
。

⑨
例
え
ば
濤
§
騎
§
ミ
ぎ
特
壊
ぎ
富
｝
騨
農
角
髪
、
w
ミ
譜
呼
§
匙
q
、
慢
遷
ぎ
ぴ
§
噛

　
皆
ミ
馬
ミ
い
9
“
無
浅
ミ
N
O
防
も
§
ミ
恥
ミ
ミ
ミ
’
銭
苔
炉
㍉
暮
§
月
録
簿
恥
旨
§
防
ミ
無

　
噴
O
憧
袋
鼻
馬
メ
O
N
じ
ご
や
り
メ

⑩
勺
孚
巨
δ
ぎ
に
お
い
て
ミ
ミ
恥
塗
鴇
§
鍵
田
碇
ミ
鳴
ら
N
隠
ぷ
■
勺
鱒
国
易
ε
昌
σ
震
σ
q

　
で
は
聲
§
§
ミ
Q
葛
§
§
ミ
ぎ
嵐
O
ミ
．
賑
み
に
オ
ス
テ
ロ
ー
デ
地
区
の
≦
留
伽
。
亭

　
ぴ
。
嶺
で
は
肉
§
ミ
畠
き
§
恥
ま
曼
娩
§
軍
馬
さ
“
N
き
亀
こ
、
§
こ
墳
§
．
門
ミ
ミ
§
魯
軌
誌

　
匙
§
ミ
砺
蜷
§
§
嘱
魯
讐
ミ
S
隔
四
■
亀
ミ
、
硲
§
ミ
起
職
蕊
馬
壕
罵
起
§
ミ
奇
魯
讐
も
℃
ミ
噸

　
O
N
切
℃
■
昌
Q
σ
．
卜
o
H
N
塾
。
療
ρ

⑪
目
。
憲
。
p
O
⑦
ω
。
ダ
鼠
霧
珪
Φ
ロ
・
。
・
。
。
・
㊤
O
ゑ
・
諺
ノ
お
ご
窪
村
（
＝
二
九
七
年
）
は

　
六
〇
フ
…
フ
ェ
を
も
ち
貢
租
は
蜜
で
あ
る
。
ま
た
三
五
フ
ー
フ
ェ
を
も
つ
℃
。
『

　
N
㊦
”
三
〇
諏
（
一
四
四
八
年
）
も
貨
幣
貢
租
で
は
な
く
蜜
を
給
付
し
た
。

⑫
賃
租
帳
で
は
こ
の
地
区
の
事
情
は
か
な
り
詳
し
く
述
べ
て
あ
る
。
例
え
ば
零
げ

　
圏
（
峯
茜
σ
奪
σ
q
は
三
三
村
落
、
≦
麟
■
し
d
峯
星
窪
一
）
ε
、
σ
脅
は
二
五
村
落
、
ズ
p
じ
さ
葭
掌

　
｝
三
五
は
一
四
村
落
を
有
す
。
O
N
し
d
℃
．
ミ
㊤
第

⑩
℃
q
じ
d
H
押
以
昌
8
卜
。
’

⑭
彰
鵠
鴛
蒙
醤
p
巨
。
O
。
ω
9
一
こ
訴
①
9
ω
U
o
臥
霧
ぎ
量
門
幡
7
σ
魚
汽
〇
三
σ
q
。
。
－

　
σ
賃
餅
蜜
霞
げ
母
α
q
ぢ
8
．
ψ
㌣
ω
，
一
四
三
七
年
に
お
い
て
も
こ
の
村
は
二
一
賃

　
租
フ
ー
フ
ェ
を
も
ち
、
フ
ー
フ
ェ
毎
k
渥
マ
ル
ク
と
四
鶏
、
さ
ら
に
計
五
ニ
シ
ェ

　
ッ
フ
ェ
ル
半
の
勺
⇔
葺
σ
q
げ
ρ
σ
寄
を
給
付
し
た
、
O
N
し
ご
｝
）
・
器
O
・

⑮
§
面
恥
ミ
、
§
駐
勲
曾
炉
開
ミ
鳶
§
、
ミ
巳
嵩
職
ミ
ぎ
ぎ
リ
ミ
ミ
馬
ぎ
奪
寒

　
動
蝕
§
馬
鷺
窯
偽
｝
袋
ひ
ミ
き
9
自
説
ミ
ミ
§
写
影
．
神
ミ
罵
§
起
糺
恥
噛
w
遠
点
磯
馬
嵩
砺
ミ
鳶
嵩

　
鴇
馬
曽
§
、
ぴ
も
ミ
“
ミ
§
忠
餐
富
§
…
…

⑯
、
塗
壁
ミ
蝋
ミ
§
§
加
載
ミ
．
鷺
守
§
胆
繋
§
笥
起
ミ
曹
ミ
題
恥
鑑
曼
q
ミ
ミ
魯

　
鷺
。
讐
津
禦
薦
＄
e
b
嵩

⑰
出
p
冨
導
雪
p
p
騨
○
こ
ω
■
腿
．

⑱
℃
¢
ヒ
ご
点
く
”
累
”
b
。
藁
芝
㊦
H
あ
冨
。
・
五
二
Φ
重
く
葭
鼠
昆
ρ
p
p
O
■
．
。
。
¶
b
。
O
S

　
》
⇒
ヨ
’
悼
ド
○
自
O
山
ρ
亘
P
P
O
こ
Q
Q
．
刈
ρ
o
Q
メ

⑲
　
つ
づ
い
て
｝
ミ
臓
葺
§
§
縣
薯
脳
蟷
、
w
§
§
層
．
野
営
§
騰
ミ
§
｝
§
、
ミ
§
轟

　
ミ
｝
§
o
ミ
嚇
ミ
醤
ぎ
§
恥
ぴ
偽
恥
き
建
ミ
．
§
§
鞠
彰
彰
壽
8
揖
恥
§
ミ
ミ
噛
脚
犠
ミ
逡
ミ
ミ
書
ミ
’

　
と
あ
り
。

⑳
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
騎
±
領
」
で
言
及
し
た
。

⑳
例
え
ば
勺
嘗
p
罫
。
昌
（
註
⑱
）
、
ピ
＆
三
二
・
。
ヲ
二
二
箱
d
じ
ご
H
剛
曽
鷹
野
ミ
O
）
．

　
ω
伸
0
9
昏
甑
ヨ
（
3
ぼ
こ
く
＼
ど
翼
昌
お
O
）
「
国
コ
α
q
二
ω
白
銑
傷
。
♪
．
（
＜
＼
押
窯
同
●
旨
O
ソ

　
富
鉱
舞
。
犠
㊦
δ
o
（
く
＼
押
琴
曲
噂
　
o
。
①
）
噛
ω
o
げ
。
旨
ρ
≦
（
＜
＼
卜
。
覧
冥
巴
．
窃
卜
。
幽
）
　
い
ず
れ
も

　
村
長
の
裁
判
権
に
つ
い
て
岡
様
の
規
定
を
示
し
て
あ
る
。

＠
　
例
え
ば
ご
膏
ミ
ミ
ト
§
ミ
縞
翁
乱
。
へ
趣
ミ
鳶
ミ
＆
§
、
ミ
ミ
詩
譜
◎
N
帖
誠
ミ

　
巌
ミ
§
ミ
彊
奪
§
馬
メ
躊
鵯
ミ
8
喩
ミ
轡
屋
恥
O
強
N
油
搾
恥
き
鷺
費
審
壽
＆
暗
、

　
剛
ミ
N
凶
暴
鴨
唖
物
飾
ミ
噛
鳶
引
馬
独
恥
鳥
遵
電
離
慧
ミ
四
崎
こ
．
曽
載
㎏
　
恥
ら
遵
喚
O
昏
籍
ミ
N
闇
無
馬
ミ
　
神
岡
、
馬
ら
頓
ミ
．
嵩
ミ
、

　
軌
ミ
魯
ミ
へ
無
浅
ミ
隔
ミ
翰
§
筏
試
魯
ぎ
鞭
詠
幅
ミ
塁
O
N
罷
唱
．
一
⑤
9
こ
れ
に
よ
っ

　
て
こ
の
村
の
℃
笥
q
σ
q
ゴ
餌
罐
戦
は
、
上
掲
の
ポ
ナ
ル
テ
ン
村
に
お
け
る
加
ハ
＜
、
フ
ー

　
フ
ェ
毎
に
ニ
シ
エ
ッ
フ
ェ
ル
半
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
前
述
の
如
く
エ
ル

　
ピ
ン
ク
地
区
の
村
に
お
い
て
盛
ん
忙
現
わ
れ
た
プ
フ
ル
コ
ル
ン
は
プ
フ
ル
ク
毎
に

　
割
当
て
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
要
求
さ
れ
た
麦
の
種
類
の
違
い
か
ら
プ
ル
ク
と
フ

　
ー
フ
ェ
の
割
合
い
を
引
繊
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
例
外
的
に
＞
H
蕊
，

　
げ
霞
σ
q
村
（
四
五
賃
租
フ
ー
フ
ェ
）
は
一
七
ブ
フ
ル
ク
か
ら
プ
フ
ル
ク
毎
に
一
シ

　
エ
ッ
フ
ェ
ル
の
小
麦
と
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
襟
麦
を
負
担
し
た
、
O
N
切
や
♂
ゆ
・
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プロイセンにおける村落建設（山田）

＠＠　dy ⑭
　
丙
蛋
ぎ
噛
U
霞
勺
旨
購
G
Q
。
蒔
。
。
刈
．

⑭
　
諸
9
7
喧
ゆ
。
膨
村
お
よ
び
8
7
0
「
騨
弊
村
に
％
マ
ル
ク
を
汚
濁
付
す
る
ぴ
①
o
犀
。
同
が

　
い
た
。
ω
。
芹
茸
旨
㊤
鴇
μ
村
と
ω
ヨ
⑦
α
淳
④
ロ
村
に
は
六
名
の
H
毎
呂
’
毒
筆
興
が
い

　
て
、
そ
れ
ぞ
れ
渥
フ
ィ
ル
ド
ゥ
ン
グ
を
負
担
し
た
、
Ω
N
し
つ
や
屋
刈
－
煽
刈
（
註
ω
刈
）

　
ま
た
客
窪
く
①
＆
o
醸
の
ご
0
7
望
く
。
貧
は
毎
年
賃
租
二
〇
マ
ル
ク
と
四
δ
×
o
を

　
負
担
し
た
、
O
N
b
ご
や
豊
富

㊧
　
ザ
ム
ラ
ン
ト
の
農
村
事
情
に
つ
い
て
は
阿
部
謹
也
、
前
掲
書
、
四
一
　
四
頁
以

　
下
。
芝
㊦
屋
互
ω
、
器
。
ぎ
く
。
3
習
山
㊦
．
譲
．
ご
℃
豆
お
（
ξ
。
。
α
q
）
辱
鵠
。
ぎ
算
宮
9

　
伽
O
ω
開
槻
O
貯
O
。
。
≦
O
プ
一
ρ
戸
ピ
⑦
O
『
同
¢
刈
㎝
「

⑱
勺
G
切
H
㌍
累
昌
。
。
罫

＠
　
こ
の
村
は
コ
瓢
三
九
年
忌
一
〇
フ
ー
フ
ェ
を
追
加
さ
れ
て
い
る
、
圃
σ
置
二
囲
鋼
＼
一
曽

　
窯
弊
悼
。
。
ρ
な
お
一
四
三
七
年
に
お
い
て
こ
の
村
は
三
六
賃
租
フ
…
フ
ェ
を
も
ち
、

　
フ
ー
プ
皿
玉
山
マ
ル
ク
を
負
担
、
鶏
の
給
付
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
、

　
Ω
N
し
委
や
お
b
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
N
切

℃
⊂
切
禿
ぐ
b
。
層
累
罫
＄
ρ
こ
の
村
は
　
　
　
に
見
当
ら
な
い
。

一
三
六
〇
年
以
降
の
村
落
建
設
に
つ
い
て
≦
巳
い
ぢ
域
声
9
．
P
O
二
ω
‘

Ω
N
口
℃
．
巽
（
一
、
二
ら
－
b
。
邸
y
」
ぎ
ミ
鷺
婁
N
鷺
ミ
§
羨
ミ
ぎ
ぎ

結

び

巽
．

“
無
い

鳥
§
ミ
§
．
轟
§
ミ
馬
ミ
§
包
ミ
§
浮
ミ
N
巌
ぎ
ぎ
噛
き
賊
ミ
恥
馬
出
ミ
蝕
砺

嵩
§
蕎
口
恥
ミ
§
小
曲
§
載
N
角
忘
ぎ
窯
メ
き
ミ
ミ
§
偽
噛
、
§
畑
魯
面
影
N
試

ぎ
ぎ
ら
§
ミ
§
N
恥
S
ぎ
噛
、
農
§
戚
k
恥
き
偽
ミ
§
…
…
帆
§
遷
N
試
ぎ
蕾
鷺
ミ

ミ
鳶
、
ミ
秘
恥
鼻
ぎ
§
＆
㌣
．
§
蕊
N
｝
。
ぎ
ミ
N
亀
謹
製
翼
』
防
轟
｝
。
忌
＆
塁

き
ミ
㎏
＼
N
ぎ
ぎ
鷺
§
k
肋
“
潮
ぎ
罫
S
塁
§
ミ
N
試
ぎ
神
馬
ミ
§
書
胱
亀
ミ

ぎ
鋤
や
さ
ら
に
≦
ρ
障
α
Q
Φ
乙
に
つ
い
て
、
誉
ミ
ミ
回
航
》
聴
鷺
窯
へ
恥
（
魯
ミ
ぎ
偽
）

建
ミ
蓉
ミ
．
ミ
ミ
ミ
母
ぎ
ら
斡
ミ
塾
§
鷺
婁
同
齢
（
逡
。
縣
）
鑓
ミ
酋
ミ
‘
§
§

亀
ミ
》
塞
出
ぎ
ぎ
曾
偽
恥
婁
馬
8
畑
④
。
隷
§
恥
Y
籍
馬
§
ミ
帖
鼻
ミ
恥
§
§
還
偽
馬
婁

試
、
（
無
ミ
§
恥
Y
誉
ミ
馬
黛
蕊
偽
ミ
鷺
ミ
。
甜
勲
翼
試
、
き
ミ
＆
、
ま
恥
ミ
き
題

§
o
鳶
ミ
論
遷
ミ
馬
藁
職
馬
恥
さ
ま
N
題
建
ミ
、
触
舞
ハ
ー
ケ
ン
と
フ
…
フ
ェ
の
換
鉾

に
つ
い
て
は
、
♂
く
。
霊
智
図
μ
国
ぼ
陣
ヨ
δ
『
σ
…
ヨ
篇
①
”
ω
。
卜
3
器
．
例
え
ば
比
較
的
開
発

の
進
ん
だ
ノ
く
欝
置
鴛
耳
8
三
里
婁
は
一
関
三
七
年
こ
ろ
二
七
の
賃
租
フ
ー
フ
ェ
村

を
有
し
、
村
の
面
積
は
｝
七
－
五
九
フ
ー
フ
ェ
に
及
び
、
フ
ー
フ
ェ
賃
租
は
大
抵

賜
マ
ル
ク
（
＝
ヌ
コ
ッ
ト
）
で
わ
ず
か
の
も
の
が
一
三
ま
た
は
一
五
ス
コ
ッ
ト

で
あ
り
、
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
発
布
の
こ
ろ
の
規
定
と
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
た
だ

荒
廃
フ
ー
フ
ェ
は
増
大
し
て
い
る
、
O
N
尊
寡
や
お
ト
。
…
お
ω
・

　
本
稿
で
取
扱
っ
た
地
区
に
関
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
史
料
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
騎
士
団
の
村
落
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
の
数
は
三
〇
〇
余
を
数
え
る
。

一
葉
一
葉
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
を
丹
念
に
読
む
の
は
か
な
り
卑
属
な
味
気
の
な
い
作
業
で
は
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
ら
を
地
区
別
に
検
討
し
て
き

た
が
、
史
料
集
は
す
べ
て
の
村
落
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
我
々
の
知
り
た
い

と
思
う
規
定
が
す
べ
て
盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
を
利
用
し
て
村
落
構
造
の
全
貌
を
正
確
に
覆
え
、

一
般
原
剣
を
引
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
五
世
紀
前
半
に
関
し
て
大
賃
租
帳
に
よ
っ
て
補
足
を
試
み
た
が
、
こ
れ
ま
た
そ
れ
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そ
れ
の
地
区
の
記
載
に
精
粗
の
偏
差
を
も
っ
て
い
る
。

　
さ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
特
異
性
を
ど
れ
だ
け
把
握
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
ク
ル
マ
ー
ラ
ン
ト
と
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
地
区
に
お
い
て
は
村
長
お

よ
び
農
民
に
関
す
る
規
定
は
概
ね
標
準
的
な
も
の
が
多
い
。
他
の
地
区
に
お
い
て
特
に
眠
立
っ
た
点
を
拾
う
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
マ
リ
エ
ン
ブ
ル
ク
地
区
、
特
に
ヴ
ェ
ル
ダ
ー
に
お
け
る
高
い
フ
…
フ
ェ
賃
租
と
賦
役
の
要
求
（
通
常
フ
ー
フ
ェ
に
つ
き
六
日
）
。
　
エ
ル
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ン
ク
地
区
に
お
け
る
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ン
の
徹
底
し
た
要
求
、
開
拓
の
初
年
よ
り
要
求
さ
れ
る
鶏
の
給
付
、
居
酒
屋
お
よ
び
粉
畷
場
の
騎
士
団
に

よ
る
留
保
。
バ
ル
が
地
区
に
お
け
る
農
芸
の
軍
役
負
担
（
一
〇
フ
…
フ
ェ
毎
に
一
武
装
兵
の
提
供
）
。
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
地
区
に
お
け
る
農

民
の
軍
役
（
三
フ
ー
フ
ェ
毎
に
馬
一
頭
の
提
供
）
と
プ
フ
ル
ク
ハ
ー
フ
ェ
ル
の
給
付
、
村
長
へ
の
穀
物
貢
租
の
義
務
づ
け
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

特
異
性
を
強
調
す
る
場
合
に
も
、
全
く
特
殊
な
異
例
と
思
わ
れ
る
も
の
は
捨
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
つ
ぎ
に
時
代
的
な
変
化
を
探
っ
て
み
る
と
、
一
四
世
紀
中
葉
、
い
わ
ば
騎
士
団
の
最
盛
期
に
お
い
て
、
テ
リ
ト
リ
ア
ー
ル
国
家
へ
の
歩
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

伴
う
諸
制
度
の
整
備
が
説
か
れ
る
が
、
例
え
ば
こ
の
頃
か
ら
騎
士
領
に
お
い
て
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
法
の
採
用
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
農
村
に

お
け
る
賦
役
の
出
現
（
例
え
ば
ク
リ
ス
ト
ブ
ル
ク
地
区
に
お
い
て
）
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
上
述
の
如
く
後
者
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
り
、
こ
れ

を
一
般
化
す
る
こ
と
は
警
戒
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
し
ば
し
ば
述
べ
た
よ
う
に
ニ
ニ
、
四
世
紀
に
発
布
さ
れ
た
ハ
ン
ト
フ
ェ
ス
テ
に
見
ら
れ

る
フ
ー
フ
ェ
賃
租
額
は
、
一
五
世
紀
初
期
に
お
い
て
も
、
大
面
程
帳
に
示
さ
れ
て
い
る
限
り
、
本
質
的
な
変
化
は
な
か
っ
た
。
ま
た
一
四
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

中
葉
か
ら
ポ
ン
メ
レ
レ
ソ
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
如
く
、
東
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
も
プ
フ
ル
ク
単
位
で
徴
収
さ
れ
た
貢
租
が
フ
ー
フ
ェ
単
位

に
改
め
ら
れ
て
い
く
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
タ
ソ
ネ
ソ
ベ
ル
ク
の
敗
戦
（
一
四
一
〇
年
）
以
降
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
諸
々
の
新
し
い
動
き
一
賃
銀
の
高
騰
、
農
民
の
都
市
へ
の

逃
亡
、
財
政
の
危
機
、
一
般
ラ
ン
ト
税
の
賦
課
、
傭
兵
指
揮
官
の
土
地
獲
得
、
騎
土
盤
領
の
抵
当
化
、
売
却
、
譲
渡
な
ど
一
こ
れ
ら
の
諸
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

象
が
ど
の
よ
う
に
農
民
の
自
由
と
地
位
を
圧
迫
す
る
に
至
っ
た
か
、
い
わ
ゆ
る
ダ
ー
ツ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
成
立
と
問
題
と
か
ら
め
て
、
こ
れ
ら

の
農
村
に
お
け
る
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
は
別
の
考
察
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
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①
　
エ
ン
ゲ
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
騎
±
と
岡
様
に
ド
イ
ツ
農
混
が
プ
フ
ル
ク
コ
ル
ン
を

　
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
多
い
と
し
、
こ
の
貢

租
を
要
求
し
て
い
る
文
書
は
少
な
く
例
外
的
で
、
む
し
ろ
発
論
者
の
誤
解
に
基
づ

　
く
と
い
っ
て
い
る
が
、
エ
ル
ビ
ソ
ク
そ
の
他
の
地
区
に
関
し
て
し
ば
し
ば
述
べ
た

　
よ
う
に
、
筆
者
は
必
ず
し
も
そ
う
だ
と
は
思
わ
な
い
、
国
国
コ
σ
Q
巴
げ
器
。
葺
噂
U
δ

　
〉
α
q
養
コ
、
o
『
｛
霧
ω
≡
口
σ
q
ユ
①
ω
図
ヨ
ニ
p
詳
匹
。
。
っ
蛋
昌
山
一
7
「
o
置
戸
。
「
誘
。
げ
①
団
9
芝
一
9
？

　
貯
μ
叩
貯
”
ω
β
暮
ω
－
葺
乙
ω
o
N
一
二
二
、
一
。
。
も
。
①
昌
ω
0
7
鷺
¢
幽
0
7
0
鳩
。
門
ω
o
剛
≡
⇒
σ
q
o
P
誕
。
津

　
δ
㊤
こ
Q
Q
・
。
。
一
筆
な
お
～
五
世
紀
に
入
っ
て
ク
ル
マ
ー
ラ
ソ
ト
に
お
い
て
は
ブ
フ

　
ル
ク
コ
ル
ン
支
払
い
免
除
に
関
す
る
講
顯
が
行
わ
れ
て
い
る
、
竃
・
↓
身
）
℃
o
P

　
＞
9
0
コ
畠
賃
逡
腎
乙
。
夢
α
q
⑦
弓
器
虞
器
Φ
諺
讐
騨
傷
凝
．
層
瓢
「
．
ω
ρ
こ
れ
に
先
立
っ
て

　
ヴ
ァ
ル
ト
ゲ
ル
ト
お
よ
び
シ
ャ
ル
ヴ
ェ
ソ
コ
ル
ン
の
支
払
い
拒
否
の
表
明
に
つ
い

　
て
は
ン
轡
舅
α
℃
℃
o
P
鈴
餐
■
○
二
野
客
筋
①
噛
刈
①
・

②
　
謁
隔
♂
＜
o
凄
ζ
昂
d
塁
O
a
O
コ
の
ざ
乱
調
℃
話
＝
ゆ
。
ご
溝
】
切
8
霞
ユ
δ
ユ
巴
鴎
”
暮
α
o
切

　
置
■
冒
二
ω
．
冒
”
＜
o
贋
窪
留
σ
q
o
繍
コ
餌
「
o
諺
0
7
露
一
陽
2
回
、
じ
ご
〔
轡
お
’
匂
り
．
も
。
ミ
ム
Q
。
卜
σ
．
阿

　
部
謹
也
、
前
掲
書
、
二
九
七
頁
以
下
。

③
前
掲
拙
稿
「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
騎
士
領
」
。

④
　
拙
稿
「
騎
士
領
と
村
落
建
設
に
つ
い
て
－
…
ド
イ
ツ
騎
士
団
領
ポ
ン
メ
レ
レ
ソ

　
の
場
合
－
－
」
　
（
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
八
五
輯
）
所
収
。

⑤
　
わ
が
鰯
に
お
け
る
多
く
の
文
献
に
お
い
て
、
ロ
カ
ト
ー
ル
馴
村
長
1
1
在
地
領
主

　
乃
薫
は
下
級
円
盆
と
い
う
認
識
の
下
に
、
一
六
世
．
紀
以
降
に
お
け
る
ダ
ー
ツ
ヘ
ル

　
の
系
譜
を
村
長
に
求
め
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
こ
と
は
、
再
検
討
を
要
す
る
と

　
思
う
。〔

付
記
〕
　
本
稿
は
昭
和
五
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
般
研
究
D
）

　
　
　
の
交
付
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
教
育
火
学
教
授
　
岡

プロイセンにおける村落建設（山田）
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Die　GrBndung　von　D6rfern　im　Ordenslande　Preussen，’

　　hauptsachllch　in　Bezug　auf　die　Hufenzinsd6rfer

von

Sakuo　Yamada

Im　q蜘吻d・P・e・・se・Si・d　bi・z・m　J・h・e．・41・ub…4・・．HUf・n一

・i・・d酵f6・・kd　93　Stadt・g・g・U・d・t　w・rd…Di・altest・耳・・df・s’te・…

DorfgrUndung　besitzen　wir　v6n　1282．　Die　Bauernsiedlung　war　Aufgabe

der　einzelnen　K：omture圭en．　Der　K：om加r　be毛raute　damit　einen　Unterneh一

卑・r・・’

?ｉ…L・kat…． cle・e・w・・d　d圭・．・6t圭9・．　Z・h1．・g・．「B…脚・d

≒1φ・・t・1fgi・　・i・1？・j・d・・．Dgrf・圭・6　besti瞬・Ari・ahl…．H・葦の1・

恥4fest・耳．・ber　g・わ・・’・i・hゆ，　wi・v呈・1．　B・・e…n・et・七・d・・1・k4tQ・

a厩fder圭hm　zugeteilten　Flach6．　Die　Bestirhmu捻ge1ユ；．gBter．denen　SchU王zen

u耳d　Bauern　angesetzt　wurden，　waren　gengrelle　die　g！ei6he＃．　poch　ergeben

sidk　b6i船heren．Zusehen　gew圭sse　Untefschiede．　Im．Kqlm6rlande　l翠sξt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リロdie　V圭elheit　der　kle呈nen　Kolntureien　keine　rech£e　Ubersicht乞ul　Ein　weit

aおchaulicheres　Bild　gewtihren　die　6st1圭chen　K：om之ure圭en：．　Chglstbrug，

Elbillg，　Balga，　Br鋤denburg　und　K：6nigsberg．　Es　ist　weit　verbreitete

Auffassung，　dass　der　deutsche　Bauern　im　Ordenslande　e圭n　ungew6hn－

liches　Mass　von　Freiheit　genossen　habe．　Wir　werden　pr賎fen　m菰ssen，

ob　dies　der　Fa1圭war．

The　Formation　and　Evolution　of　Roleucho六町

by／

・Yasuo　Takaha＄hi

　　Rofeucho　ptrx　HjJ：　is　one　of　・the　neighbourhood　corporation　in　Medieval

Kyoto．　Though　it　has　been　well－known　as　・a　centre　of　the　loya12ty　to

the　iMperial　cause　before　the・War　and　as　a　place　of　the　cu！tura！

excltange　between　the　falling　nobility　and　’the　rising　burgess　after　the

War，　even　its　fLmdamental　outlines　are　not　fully　researched．　This　s’tudy

aims　to　invest圭gate　the　forrnation．and　evolution　of．the　Ro肱凶。，　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（794）




